
（
三
一
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

は
じ
め
に
：

Ⅰ
．
国
連
憲
章
第
五
一
条
：
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権

Ⅱ
．
個
別
的
自
衛
権

Ⅲ
．
集
団
的
自
衛
権

Ⅳ
．
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
例
：
湾
岸
戦
争
：
朝
鮮
戦
争
と
の
比
較
に
お
い
て

Ⅴ
．
憲
法
の
変
遷
論

Ⅵ
．
日
本
国
憲
法
に
於
け
る
集
団
的
自
衛
権

結
論
と
展
望

論　

説

三
一



（
三
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

は
じ
め
に
：

筆
者
が
集
団
的
自
衛
権
と
取
組
ん
だ
時
期
は
、
防
衛
研
修
所
の
西
岡
朗
氏
を
座
長
と
す
る
一
九
八
三
年
の
「
自
衛
権
」
に
関
す
る
共
同

研
究
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
が
一
九
八
七
年
発
刊
の
「
自
衛
権
再
考
」（
知
識
社

（
1
）

）
で
あ
っ
た
。
前
記
共
同
研
究
か
ら
凡
そ

三
〇
年
を
経
て
、
よ
う
や
く
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
問
題
が
政
治
の
日
程
に
上
り
、
し
か
も
日
本
が
国
際
法
上
こ
の
権
利
を
有
す
る
の
み

か
、
憲
法
上
も
こ
の
権
利
を
適
用
で
き
る
と
す
る
閣
議
決
定
に
ま
で
も
到
達
し
た
。
筆
者
に
と
っ
て
、
こ
の
決
定
は
極
め
て
遅
い
と
は
い

え
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
将
来
に
向
け
て
の
理
論
的
裏
付
け
が
不
可
欠
で
あ
る
。

本
稿
は
従
っ
て
、
再
び
こ
の
テ
ー
マ
を
検
討
の
対
象
と
し
た
い
。
第
一
に
、
一
般
的
に
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
個
別
的
・
集
団
的
自
衛

権
を
、
第
二
に
、
個
別
的
自
衛
権
を
、
第
三
に
集
団
的
自
衛
権
を
、
第
四
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
例
と
し
て
、
朝
鮮
戦
争
と
の
比
較

に
於
け
る
湾
岸
戦
争
を
、
第
五
に
、
憲
法
の
変
遷
論
を
、
そ
し
て
最
後
の
第
六
に
、
日
本
国
憲
法
に
於
け
る
集
団
的
自
衛
権
適
用
の
あ
る

べ
き
位
置
付
け
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

Ⅰ
．
国
連
憲
章
第
五
一
条
：
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権

個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
の
検
討
に
先
立
ち
、
国
連
の
二
つ
の
原
則
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
諸
国
家

間
の
「
紛
争
の
平
和
的
解
決
義
務
」
と
「
一
般
的
武
力
禁
止
義
務
」
で
あ
る
。

三
二



（
三
三
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

1
．
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
義
務

国
連
憲
章
第
二
条
第
三
項
に
よ
り
、
す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
そ
の
国
際
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
国
際
の
平
和
及
び
安
全
並
び
に

正
義
を
危
う
く
し
な
い
よ
う
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
武
力
の
一
般
的
禁
止
義
務

国
連
憲
章
第
二
条
第
四
項
に
よ
り
、
そ
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
、
又
は
武
力
行
使
を
い
か
な
る
国
の
領
土
保
全
又

は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、
ま
た
、
国
際
連
合
の
目
的
と
両
立
し
な
い
他
の
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

3
．
武
力
の
一
般
的
禁
止
義
務
の
例
外

と
こ
ろ
が
武
力
の
一
般
的
禁
止
義
務
の
例
外
と
し
て
許
容
さ
れ
る
武
力
行
使
は
、
一
般
国
際
法
及
び
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
。

つ
ま
り
国
連
憲
章
第
五
一
条
は
以
下
の
様
に
規
定
す
る
。

「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
連
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及

び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
採
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
自
衛
権

の
行
使
に
当
た
っ
て
加
盟
国
が
執
っ
た
措
置
は
、
直
ち
に
安
全
保
障
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
措
置
は
、
安

全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
又
は
回
復
の
為
に
必
要
と
認
め
る
行
動
を
い
つ
で
も
採
る
こ
の
憲
章
に
基
づ
く
権
能
及

び
責
任
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。」

三
三



（
三
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

前
記
国
連
憲
章
第
五
一
条
規
定
に
つ
き
若
干
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、
国
連
加
盟
国
の
個
別
的
及
び
集
団
的
自
衛
権

（
2
）

が
「
固
有
の
権
利
」（
英
文

（
3
）

）
も
し
く
は
「
自
然
権
」（
仏
文

（
4
）

）
と
記
述
さ

れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
全
て
の
国
連
加
盟
諸
国
も
し
く
は
（
国
連
加
盟
国
で
な
い
）（
例
え
ば
、
ス
イ
ス
、
ヴ
ァ

チ
カ
ン
市
国
、
台
湾
）
全
て
の
主
権
国
家
は
、
適
用
可
能
な
個
別
的
・
集
団
的
正
当
防
衛
の
自
然
権
を
有
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

そ
の
第
二
は
、
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
規
定
に
よ
っ
て
始
め
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
そ
れ

以
前
に
一
般
国
際
法
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
連
憲
章
第
五
一
条
は
、
一
般
国
際
法
に
よ
っ
て
す
で
に
確
立
し

て
い
る
権
利
を
確
認
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
ス
イ
ス
は
、
こ
の
権
利
を
持
た
ず
、
武
力
攻
撃
の
対
象
と

な
っ
た
場
合
で
も
、
他
国
に
支
援
を
求
め
る
事
さ
え
で
き
な
い
事
に
な
る
。
台
湾
も
同
様
の
立
場
に
置
か
れ
る
事
に
な
る
。

な
お
こ
れ
に
加
え
、
国
連
憲
章
第
四
二
条
に
よ
る
国
連
安
保
理
事
会
の
委
託
に
よ
る
国
家
の
武
力
的
平
和
回
復
活
動
、
な
ら
び
に
、
国

連
憲
章
第
五
三
条
及
び
第
一
〇
七
条
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
敵
国
条
項
」
の
問
題
が
存
在
す
る
。

し
か
し
前
者
の
国
連
委
託
の
軍
事
行
動
（
第
四
二
条
）
に
つ
い
て
は
、
未
だ
先
例
が
な
い
事
、
後
者
の
「
敵
国
条
項
」
に
つ
い
て
は
、

既
に
筆
者
が
扱
っ
て
い
る

（
5
）

の
で
、
本
稿
で
は
検
討
対
象
と
し
な
い
。

三
四



（
三
五
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

Ⅱ
．
個
別
的
自
衛
権

自
衛
権
は
、
あ
く
ま
で
も
武
力
攻
撃
を
前
提
と
す
る
武
力
反
撃
の
権
利
で
あ
る
。
な
お
武
力
攻
撃
は
、
国
家
に
よ
る
も
の
と
国
家
に
よ

ら
な
い
も
の
に
分
類
さ
れ
る
。
前
者
は
通
常
の
形
態
で
あ
り
、
後
者
は
、
一
定
の
国
家
領
域
か
ら
発
せ
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
国
家

か
ら
発
せ
ら
れ
な
い
（
例
え
ば
テ
ロ
集
団
の
よ
る
）
も
の
で
あ
る
。

1
．
国
家
に
よ
る
武
力
攻
撃
に
対
応
す
る
自
衛

自
衛
を
正
当
化
す
る
武
力
攻
撃
に
は
、
戦
争
に
至
ら
な
い
も
の
と
戦
争
そ
の
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
へ
の
対
応
と
し
て
の
自

衛
の
形
態
は
自
ず
と
異
な
る
。

1
）　

戦
争
に
至
ら
な
い
武
力
攻
撃

戦
争
に
至
ら
な
い
武
力
攻
撃
に
対
応
す
る
自
衛
の
措
置
に
は
凡
そ
三
つ
の
性
格
付
け
が
行
わ
れ
る
。
第
一
は
「
限
定
的
対
応
」（O

n-

the-spot reaction

）」、
第
二
は
「
防
御
的
武
力
報
復
」（D

efensive arm
ed reprisals

）、
第
三
は
外
国
在
住
の
自
国
民
の
保
護
で
あ
る

（
6
）

。

ｉ
）　
「
限
定
的
対
応
」（O

n-the-spot reaction

）

相
手
国
の
限
定
的
武
力
攻
撃
に
対
し
て
は
、
自
衛
と
し
て
の
対
応
措
置
も
限
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
に
よ
る
自
衛
と
し
て

の
対
応
措
置
も
国
連
憲
章
第
五
一
条
と
慣
習
国
際
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
為
の
用
例
と
し
て
は
、
国
境
に
於
け
る
小
規
模
武
力

三
五



（
三
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

紛
争

（
7
）

な
ら
び
に
国
際
海
峡
に
お
け
る
艦
船
間
の
武
力
衝
突

（
8
）

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

自
衛
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
限
定
的
反
応
に
対
し
て
は
、
三
つ
の
条
件
と
の
調
和
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
条
件
は
、
必
要
性

（N
ecessity

）、
比
例
適
合
性
（P

roportionality

）
及
び
即
時
性
（Im
m
ediacy

）
で
あ
る
。
即
時
性
は
、
限
定
的
対
応
の
本
質
に
内
在
し
、

武
力
反
応
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
軍
事
攻
撃
と
時
間
的
に
編
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
即
時
性
と
必
要
性
の
判
断
は
、
地
方
レ
ベ
ル

の
司
令
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
比
例
適
合
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
武
力
攻
撃
と
こ
れ
に
対
す
る
反
撃
の
「
規
模
」
と
「
効
果
」
が

類
似
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ
る
。
過
剰
反
応
は
、
許
容
さ
れ
る
限
定
的
反
応
の
範
囲
を
超
え
る
事
に
な
る
。

ⅱ
）「
防
御
的
武
力
報
復
」（D

efensive arm
ed reprisals

）

一
般
的
に
武
力
報
復
は
、
対
象
と
さ
れ
る
国
家
の
事
前
の
不
法
行
為
が
な
い
場
合
に
は
不
法
で
あ
る
様
な
対
応
措
置
を
意
味
す
る

（
9
）

。
結

局
武
力
報
復
は
、
戦
争
に
至
ら
な
い
武
力
攻
撃
を
前
提
と
し
た
限
定
的
反
応
形
態
に
よ
る
自
衛
の
措
置
で
あ
る

（
10
）

。

国
際
法
は
、
明
ら
か
に
学
術
論
文
の
中
で
は
な
く
主
に
諸
国
家
の
実
践
の
中
で
創
設
さ
れ
る
。
現
代
国
際
法
の
中
で
諸
国
が
報
復
の
権

利
遂
行
が
許
さ
れ
な
い
事
が
理
論
的
レ
ベ
ル
で
明
白
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
は
寧
ろ
法
的
分
析
へ
の
理
論
的
接
近
へ
の
不
信
に
導
く

（
11
）

。

国
連
憲
章
発
効
以
来
、
関
係
政
治
家
達
が
「
報
復
」
と
い
う
用
語
の
使
用
を
回
避
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
連
安
保
理
の
常
任
理
事

国
を
含
め
て
、
多
く
の
諸
国
に
よ
っ
て
、
防
御
的
武
力
報
復
が
遂
行
さ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
一
九
八
六
年
（
ア

メ
リ
カ
人
二
名
の
死
と
多
く
の
他
の
人
々
の
傷
害
を
発
生
さ
せ
た
）
リ
ビ
ア
政
府
の
支
援
に
よ
る
テ
ロ
攻
撃
へ
の
対
応
と
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府

三
六



（
三
七
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

は
、
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
、
リ
ビ
ア
の
複
数
の
目
標
に
対
す
る
空
爆
を
遂
行
し
た

（
12
）

。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
こ
の
空
爆
は
防
御
的
武
力

報
復
行
為
と
見
做
さ
れ
る

（
13
）

。

国
連
安
保
理
が
数
回
に
わ
た
っ
て
武
力
報
復
を
「
国
連
の
諸
目
標
と
諸
原
則
に
相
容
れ
な
い
」
と
し
て
非
難
し
た
事

（
14
）

は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
決
定
の
詳
細
な
検
討
は
、
安
保
理
事
会
が
徐
々
に
、「
合
理
的
」
報
復
の
部
分
的
受
け
入
れ
に
動
き
出
し
て
い
る
事

実
を
示
し
て
い
る

（
15
）

。
こ
の
進
展
は
、
理
論
と
実
践
に
於
け
る
あ
る
賛
同
を
見
出
し
て
い
る

（
16
）

。

ⅲ
）
外
国
在
住
の
自
国
民
の
保
護

Ａ
国
の
領
土
内
に
お
け
る
Ｂ
国
民
に
対
す
る
武
力
行
使
は
、
多
く
の
専
門
家
の
中
で
、
Ｂ
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
と
見
做
さ
れ
る
。
こ

の
場
合
、
Ｂ
国
が
適
用
す
る
強
制
対
応
措
置
は
、
自
衛
措
置
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
為
の
三
条
件
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
必

要
性
、
比
例
適
合
性
及
び
即
時
性
で
あ
る

（
17
）

。

ハ
ン
フ
リ
ー
・（
ワ
ル
ド
ッ
ク
）
卿
は
、
外
国
在
住
の
自
国
民
保
護
の
よ
り
良
い
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
合
致
す
る
異
な
っ
た
表
現
を
提
示
し

て
い
る
。
第
一
に
、
自
国
民
傷
害
の
急
迫
的
脅
威
の
存
在
、
第
二
に
、
自
国
民
を
保
護
す
る
領
土
主
権
者
側
の
失
敗
あ
る
い
は
不
能
、
第

三
に
、
障
害
か
ら
自
国
民
を
護
る
目
的
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
た
保
護
措
置

（
18
）

が
こ
れ
で
あ
る
。

国
際
的
実
践
は
、
あ
る
国
が
自
国
民
を
保
護
あ
る
い
は
救
済
す
る
為
に
他
の
領
土
で
武
力
を
行
使
し
、
こ
れ
を
自
衛
と
訴
え
る
事
件
に

満
ち
て
い
る

（
19
）

。
二
三
の
用
例
を
挙
げ
よ
う
。

三
七



（
三
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

＊
一
九
六
四
年
自
国
民
の
救
出
を
目
的
と
す
る
コ
ン
ゴ
で
の
ベ
ル
ギ
ー
・
ア
メ
リ
カ
共
同
作
戦

（
20
）

。

＊
よ
り
疑
問
の
あ
る
ケ
ー
ス
は
、
一
九
六
五
年
自
国
民
保
護
を
目
的
と
す
る
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
上
陸

（
21
）

。

＊
対
立
的
論
議
の
ケ
ー
ス
は
、
一
九
八
三
年
ア
メ
リ
カ
軍
の
対
グ
レ
ナ
ダ
作
戦
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
グ
レ
ナ
ダ
の
カ
オ
ス
的

状
況
に
鑑
み
て
、
一
千
人
に
及
ぶ
（
そ
の
大
部
分
は
医
学
生
）
自
国
民
の
保
護
を
根
拠
と
し
た

（
22
）

。

こ
の
作
戦
を
ハ
ン
フ
リ
ー
卿
の
条
件
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
問
題
視
さ
れ
た
中
心
事
項
は
ア
メ
リ
カ
市
民
の
避

難
完
了
後
グ
レ
ナ
ダ
占
領
が
数
カ
月
続
い
た
事
実
で
あ
っ
た

（
23
）

。
比
例
適
合
性
の
原
則
は
、
こ
の
種
の
如
何
な
る
侵
害
も
当
事
国
の
主
権
へ

の
最
小
の
侵
害
を
以
て
可
能
な
限
り
早
期
に
終
結
す
る
事
を
要
求
し
て
い
る

（
24
）

。

＊
ハ
ン
フ
リ
ー
卿
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
三
つ
の
条
件
を
充
足
し
た
最
も
明
白
な
用
例
は
、
一
九
七
六
年
の
エ
ン
テ
ベ
空
港
に
お
け
る
救

出
作
戦
で
あ
っ
た

（
25
）

。
こ
の
作
戦
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
、
イ
デ
ィ
・
ア
ミ
ン
の
支
配
下
の
ウ
ガ
ン
ダ
政
権
の

了
承
の
下
に
、
人
質
と
し
て
留
め
お
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
航
空
機
内
の
イ
ス
ラ
エ
ル
人
及
び
他
の
ユ
ダ
ヤ
系
旅
客
の
救
出
に
成
功
し
た

（
26
）

。

た
と
え
外
国
滞
在
の
自
国
民
の
武
力
救
出
が
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
無
条
件
に
は
承
認
さ
れ
得
な
い
と
し
て
も
、
デ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

に
よ
れ
ば
、
エ
ン
テ
ベ
空
港
襲
撃
の
正
当
化
に
供
せ
ら
れ
る
以
下
の
一
連
の
特
徴
が
存
在
す
る
。

（
ａ
）
テ
ロ
リ
ス
ト
達
が
ウ
ガ
ン
ダ
を
そ
の
作
戦
の
通
常
基
地
と
し
て
利
用
し
な
か
っ
た
が
、
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
は
、
人
質
の
留
め
置
き
に

三
八



（
三
九
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

直
接
関
与
し
た
と
看
做
さ
れ
た
。
Ｂ
国
国
籍
者
が
Ａ
国
政
府
側
の
共
謀
無
し
に
攻
撃
さ
れ
る
Ａ
国
に
お
け
る
内
乱
の
ケ
ー
ス
と
、
Ａ
国
政

府
の
承
認
を
伴
っ
た
Ｂ
国
国
籍
者
に
対
す
る
行
動
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

テ
ロ
リ
ス
ト
の
人
質
の
エ
ン
テ
ベ
タ
イ
プ
の
救
出
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
関
係
国
（
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
）
が
テ
ロ
リ
ス
ト
と
協
力
し
て
い
る
場

合
、
自
衛
行
為
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
側
の
正
式
の
瑕
疵
が
見
出
さ
れ
得
な
い
場
合
に
は
、
外
国
か
ら
の
軍

事
作
戦
は
、
関
係
政
府
と
の
事
前
の
合
意
が
必
要
と
見
做
さ
れ
て
い
る

（
27
）

。

（
ｂ
）
人
質
達
は
、
そ
の
母
国
に
対
す
る
政
治
行
動
の
一
部
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
。
人
質
へ
の
攻
撃
は
、
そ
の
所
属
政
府
へ
の
攻
撃
と
看

做
さ
れ
た

（
28
）

。

（
ｃ
）
イ
ス
ラ
エ
ル
国
籍
者
達
は
自
発
的
に
ウ
ガ
ン
ダ
（
エ
ン
テ
ベ
空
港
）
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
国
際
法
（
の
対

人
主
権
）
に
違
反
し
て

（
29
）

連
れ
て
行
か
れ
た
。

（
ｄ
）
エ
ン
テ
ベ
急
襲
は
、
外
科
手
術
的
軍
事
攻
撃
の
典
型
で
あ
り
、
他
の
種
類
の
大
が
か
り
な
軍
事
干
渉
（
例
え
ば
グ
レ
ナ
ダ
）
と
比
べ

ら
れ
る
。
数
カ
月
に
及
ぶ
占
領
を
伴
っ
た
対
グ
レ
ナ
ダ
作
戦
と
異
な
り
、
エ
ン
テ
ベ
作
戦
は
、
極
め
て
短
い
救
出
作
戦
（in-out 

operation

）
に
終
始
し
た

（
30
）

。

結
論
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
エ
ン
テ
ベ
空
港
の
救
出
作
戦
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
自
衛
の
軍
事
対

三
九



（
四
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

応
措
置
と
見
做
さ
れ
る

（
31
）

。

な
お
こ
の
救
出
作
戦
に
よ
り
、
非
イ
ス
ラ
エ
ル
国
籍
者
も
救
出
さ
れ
た
事
実
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
作
戦
の
合
法
性
に
疑
念
を
呈
す

る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
寧
ろ
主
要
軍
事
作
戦
の
副
産
物
と
見
做
さ
れ
よ
う

（
32
）

。

2
）　

戦
争

自
衛
行
為
と
し
て
の
戦
争
は
、
武
力
攻
撃
へ
の
対
応
に
お
け
る
対
抗
措
置
の
包
括
的
適
用
を
意
味
し
て
い
る
。
戦
争
が
正
当
な
措
置
で

あ
り
得
る
事
を
把
握
す
る
事
は
時
に
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
状
況
下
に
お
い
て
自
衛
権
が
戦
争
に
訴
え
る
権
利
で
あ
る

事
は
疑
い
が
な
い

（
33
）

。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
自
衛
の
強
制
行
為
が
戦
争
と
言
う
結
果
と
成
り
得
る
の
だ
。
自
衛
の
戦
争
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の

中
で
生
じ
る
顕
著
な
問
題
は
、
必
要
性
、
比
例
適
合
性
及
び
即
時
性
の
三
条
件
の
作
戦
に
関
わ
っ
て
い
る
。

ｉ
．
必
要
性

自
衛
の
戦
争
が
包
括
的
進
入
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
場
合
、
必
要
性
の
事
項
は
通
常
無
意
味
と
な
る
。
個
別
的
武
力
行
使
に
続
い

て
戦
争
が
開
始
さ
れ
る
場
合
、
必
要
性
が
議
論
の
対
象
と
な
る
。
自
衛
す
る
国
家
は
、
全
面
的
敵
対
行
為
を
開
始
す
る
前
に
、
紛
争
の
合

理
的
解
決
へ
の
到
達
が
友
好
的
方
法
で
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
確
認
義
務
を
有
す
る

（
34
）

。

ⅱ
．
比
例
適
合
性

比
例
適
合
性
の
条
件
は
、
自
衛
戦
争
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
於
い
て
、
特
別
の
意
味
を
持
つ
。
限
定
的
対
応
あ
る
い
は
防
御
的
武
力
報
復

四
〇
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一
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（
小
林
）

が
関
わ
る
場
合
、
比
例
適
合
性
は
不
法
な
武
力
と
合
法
な
反
撃
間
の
「
規
模
と
効
果
」
に
於
け
る
相
似
性
あ
る
い
は
近
似
性
に
視
点
を
当

て
る
。
そ
こ
で
は
攻
撃
的
武
力
と
反
撃
的
武
力
の
量
、
発
生
す
る
傷
害
の
事
後
比
較
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
種
の
比
較
は
、
戦
闘
の
開
始

か
ら
最
後
の
戦
闘
ま
で
の
全
体
比
較
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
け
る
比
例
適
合
性
は
限
定
的
対
応
と
防
御
的
報
復
の
為
の
適
合
に
も
拘
ら
ず
、
自
衛
戦
争
の
正
当
性
の
調
査
に
は
適
合

し
な
い
。
一
度
戦
争
状
態
が
発
生
す
れ
ば
、
戦
争
前
の
比
例
適
合
性
の
条
件
に
も
拘
ら
ず
、
自
衛
力
の
行
使
は
、
敵
軍
の
せ
ん
滅
を
目
指

す
。
つ
ま
り
戦
争
状
態
で
は
、
戦
争
に
至
る
ま
で
の
比
例
適
合
性
の
原
則
が
外
さ
れ
る
。

自
衛
戦
争
へ
の
比
例
適
合
性
原
則
の
適
用
可
能
性
の
よ
り
良
い
理
解
は
、
核
兵
器
の
先
行
利
用
の
法
的
分
析
に
よ
っ
て
容
易
に
さ
れ
よ

う
。
一
九
九
六
年
の
「
核
兵
器
の
威
嚇
あ
る
い
は
使
用
の
合
法
性
」
に
関
す
る
（
一
一
対
三
の
）
勧
告
意
見
の
中
で
国
際
司
法
裁
判
所
は
、

以
下
の
様
に
述
べ
た
。

「
慣
習
国
際
法
に
お
い
て
も
条
約
国
際
法
に
お
い
て
も
、
核
兵
器
そ
れ
自
体
の
威
嚇
と
使
用
の
包
括
的
か
つ
一
般
的
禁
止
は
存
在
し
な
い

（
35
）

。」

更
に
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
核
兵
器
の
使
用
が
、
一
般
国
際
人
道
法
、
と
り
わ
け
二
つ
の
主
要
原
理
、
ｉ
．
戦
闘
員
（
あ
る
い
は
軍
事

目
標
）
及
び
非
戦
闘
員
（
あ
る
い
は
民
間
目
標
）
の
区
別
、
な
ら
び
に
ⅱ
．
戦
闘
員
に
対
す
る
不
必
要
な
苦
し
み
の
禁
止
に
照
ら
し
て
、
違

法
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
と
取
組
む

（
36
）

。

核
兵
器
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
に
鑑
み
て
、
裁
判
所
は
、
こ
の
使
用
が
こ
の
よ
う
な
要
求
の
尊
重
と
の
一
致
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
考

四
一



（
四
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

え
る
。
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
裁
判
所
は
、
こ
の
様
な
使
用
が
「
あ
ら
ゆ
る
状
況
下
の
軍
事
紛
争
に
お
け
る
適
用
可
能
な
諸
原
理
や
法
の
支

配
と
必
然
的
に
相
容
れ
な
い
」
と
の
結
論
付
け
を
決
定
的
に
拒
否
し
た

（
37
）

。

裁
判
所
の
多
数
（
七
対
七
＋
裁
判
長
の
賛
成
）
は
、「
国
家
の
存
続
が
か
か
っ
て
い
る
自
衛
の
極
限
状
況
下
に
お
い
て
」
核
兵
器
に
頼
る

可
能
性
を
拒
否
し
な
か
っ
た

（
38
）

。

更
に
裁
判
所
は
、
そ
の
存
続
が
か
か
っ
て
い
る
自
衛
国
家
が
通
常
兵
器
の
み
に
限
定
し
て
い
る
侵
略
国
家
に
対
し
て
核
兵
器
に
訴
え
る

事
が
出
来
る
と
結
論
付
け
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
続
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
自
衛
国
家
は
、
侵
略
者
の
兵
器
と
の
比
例
不

適
合
に
も
拘
ら
ず
、
大
量
破
壊
兵
器
を
使
用
で
き
る
。
裁
判
所
は
特
別
に
以
下
の
見
解
を
採
る
。

「
比
例
適
合
原
理
は
、
そ
れ
自
体
あ
ら
ゆ
る
状
況
下
に
お
け
る
自
衛
に
於
い
て
、
核
兵
器
の
使
用
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い

（
39
）

。」

当
然
の
事
に
、
核
兵
器
（
及
び
他
の
兵
器
）
の
標
的
の
選
択
は
、
一
般
国
際
人
道
法
の
規
定
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
40
）

。

結
論
と
し
て
、
戦
争
状
態
が
発
生
す
る
と
共
に
、
戦
争
状
態
に
至
る
前
の
軍
事
攻
撃
と
そ
れ
へ
の
対
応
に
於
い
て
適
用
さ
れ
た
比
例
適

合
性
の
原
理
は
外
さ
れ
る
事
に
な
る
。

ⅲ
．
即
時
性

自
衛
戦
争
は
原
則
的
に
、
相
手
の
個
別
的
武
力
攻
撃
後
、
長
い
時
間
を
経
た
後
に
遂
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の

原
則
に
は
二
つ
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
。

四
二
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第
一
に
、
自
衛
戦
争
は
、
武
力
攻
撃
後
数
分
で
も
又
数
日
後
で
も
可
能
で
は
な
い
。
攻
撃
対
象
と
な
っ
て
い
る
国
家
は
、
平
和
か
ら
戦

争
へ
の
シ
フ
ト
が
即
時
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
前
線
の
司
令
官
と
参
謀
本
部
と
の
通
信
、
し
か
も
民
主
国
家
で
は
、
政
府
と
議
会
と
の
調

整
に
応
分
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
武
力
攻
撃
と
自
衛
戦
争
間
の
間
隙
が
長
く
と
も
、
こ
の
遅
延
は
状
況
に
よ
っ
て
正
当
化
さ

れ
る
。
そ
の
間
に
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
が
試
み
ら
れ
れ
ば
、
攻
撃
対
象
と
な
っ
た
国
家
に
と
っ
て
は
さ
ら
に
有
利
に
作
用
す
る

（
41
）

。
後
に

取
り
上
げ
る
予
定
の
「
湾
岸
戦
争
」
で
は
、
イ
ラ
ク
の
対
ク
エ
ー
ト
武
力
攻
撃
開
始
後
、
対
イ
ラ
ク
軍
事
作
戦
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
、
ほ

ぼ
半
年
を
要
し
た
。
そ
の
間
に
、
国
連
内
部
で
多
く
の
平
和
的
解
決
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。

自
衛
権
を
行
使
す
る
国
家
の
軍
事
作
戦
の
正
当
な
遅
れ
の
用
例
と
し
て
は
、
更
に
イ
ギ
リ
ス
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
間
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

紛
争
（
一
九
八
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る

（
42
）

。

な
お
Ａ
国
領
土
内
か
ら
の
テ
ロ
集
団
に
よ
る
Ｂ
国
へ
の
軍
事
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
の
権
利
、（
自
衛
権
）
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
扱
わ
ず

別
の
機
会
に
扱
う
事
に
す
る
。

Ⅲ
．
集
団
的
自
衛
権

国
連
憲
章
第
五
一
条
に
規
定
さ
れ
る
集
団
的
自
衛
の
用
語
の
把
握
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
規
定
の
詳
細
な
検
討
は
単
な
る
二
分
類
以

上
の
も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
事
実
を
示
し
て
い
る
。

四
三



（
四
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

1
．
集
団
的
自
衛
の
意
味

従
っ
て
デ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
自
衛
の
四
つ
の
分
類
を
提
案
す
る
：
つ
ま
り
、

ｉ
．
個
別
的
に
行
使
さ
れ
る
個
別
的
自
衛
、
ⅱ
．
集
団
的
に
行
使
さ
れ
る
個
別
的
自
衛
、

ⅲ
．
個
別
的
に
行
使
さ
れ
る
集
団
的
自
衛
、
ⅳ
．
集
団
的
に
行
使
さ
れ
る
集
団
的
自
衛
、
が
こ
れ
で
あ
る

（
43
）

。
以
下
前
記
の
分
類
に

従
っ
て
検
討
し
た
い
。

ｉ
．
個
別
的
に
行
使
さ
れ
る
個
別
的
自
衛

第
一
の
範
疇
は
、
最
も
直
接
的
な
遂
行
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
国
が
Ｂ
国
に
対
し
武
力
攻
撃
を
行
い
、
こ
れ
に
対
し
Ｂ
国
が
自

衛
の
武
力
反
撃
を
行
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
対
一
の
遭
遇
で
あ
り
、
個
別
的
に
適
用
さ
れ
る
個
別
的
自
衛
権
で
あ
る
。

ⅱ
．
集
団
的
に
行
使
さ
れ
る
個
別
的
自
衛

第
二
の
範
疇
は
、
同
一
侵
略
国
（
Ａ
国
）
に
よ
る
複
数
の
諸
国
（
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
国
）
に
対
す
る
、
同
時
か
、
あ
る
い
は
逐
次
の
武
力
攻
撃

に
対
す
る
集
団
的
反
応
に
関
わ
る
。
Ｂ
国
及
び
Ｃ
国
は
、
Ａ
国
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
自
衛
措
置
を
行
使
で
き
る
。
Ｂ
国
及
び
Ｃ
国
は
、

例
え
ば
そ
の
歴
史
的
対
立
関
係
か
ら
し
て
、
相
互
の
協
働
行
為
へ
の
意
欲
が
な
い
場
合
、
個
別
的
に
自
衛
措
置
を
講
ず
る
事
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
が
か
り
な
武
力
攻
撃
が
進
行
し
、
こ
れ
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
Ｂ
、
Ｃ
両
国
は
、
過
去
の
対
立
を
忘
れ
、

「
敵
の
敵
は
味
方
」
の
原
則
に
従
い
、
軍
事
連
合
を
形
成
し
、
個
別
的
自
衛
を
集
団
的
に
行
使
す
る
事
に
な
る
。
連
合
の
真
髄
は
、
そ
の

メ
ン
バ
ー
諸
国
が
そ
の
自
衛
の
集
合
し
た
諸
権
利
を
有
効
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
共
同
で
行
動
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
国
連

四
四



（
四
五
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

憲
章
第
五
一
条
に
規
定
さ
れ
る
「
集
団
的
自
衛
」
は
、『
集
団
的
に
行
わ
れ
る
個
別
的
自
衛
の
複
合
の
行
為
に
他
な
ら
な
い

（
44
）

。』

ⅲ
．
個
別
的
に
行
使
さ
れ
る
集
団
的
自
衛

集
団
的
自
衛
は
、
別
の
意
味
を
有
す
る
。
Ａ
国
は
、
Ｂ
国
に
対
し
武
力
攻
撃
を
仕
掛
け
、
こ
れ
に
対
し
、
Ｃ
国
は
、
Ａ
国
の
武
力
攻
撃

の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｂ
国
を
救
済
す
る
為
に
Ａ
国
へ
の
武
力
反
撃
を
行
う
。
国
連
憲
章
第
五
一
条
は
、
疑
い
も

な
く
、
原
則
的
に
武
力
攻
撃
を
受
け
た
国
の
武
力
救
済
を
国
連
加
盟
国
に
許
し
て
い
る
。
慣
習
一
般
国
際
法
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
日
本
の
軍
艦
、
飛
行
機
、
領
土
も
し
く
は
外
国
で
日
本
国
民
が
武
力
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
、
ア
メ
リ
カ
が
武
力
に

よ
っ
て
、
攻
撃
国
に
対
応
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
、
飛
行
機
、
領
土
も
し
く
は
外
国
で
の
ア
メ
リ
カ
国
民
が
武
力
攻
撃

の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
、
日
本
が
武
力
に
よ
っ
て
、
攻
撃
国
に
対
応
す
る
場
合
、
個
別
的
に
行
使
さ
れ
る
集
団
的
自
衛
と
な
る
。（
憲

法
問
題
の
検
討
は
後
の
部
分
に
譲
る
！
）

こ
れ
に
は
当
然
の
事
に
、
地
域
も
し
く
は
対
象
の
事
前
限
定
を
行
う
事
が
可
能
で
あ
る
。

ⅳ
．
集
団
的
に
行
使
さ
れ
る
集
団
的
自
衛

第
四
の
範
疇
は
、
集
団
的
に
遂
行
さ
れ
る
集
団
的
自
衛
で
あ
る
。
二
カ
国
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
国
々
（
Ｃ
国
、
Ｄ
国
、
Ｅ
国
）
が
Ａ
国

の
武
力
攻
撃
の
犠
牲
国
（
Ｂ
国
）
の
支
援
を
共
同
で
行
う
ケ
ー
ス
が
こ
れ
で
あ
る
。
問
題
は
分
析
的
観
点
か
ら
し
て
、
い
っ
た
い
武
力
攻

撃
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
Ｃ
国
に
よ
っ
て
単
独
あ
る
い
は
他
の
諸
国
（
Ｄ
国
及
び
Ｅ
国
）
と
協
働
で
Ｂ
国
の
為
に
遂
行
さ
れ
た
武

力
行
使
が
適
切
に
「
自
衛
」
と
見
做
さ
れ
得
る
か
否
か
で
あ
る
。
時
に
は
こ
の
構
想
に
反
対
が
提
示
さ
れ
て
い
る

（
45
）

。
し
か
し
こ
の
種
の
諸

四
五



（
四
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

国
家
集
団
の
集
団
的
自
衛
の
存
在
を
否
定
す
る
説
得
的
理
由
は
存
在
し
な
い

（
46
）

。
Ｂ
国
の
安
全
と
独
立
が
Ｃ
、
Ｄ
国
の
安
全
と
独
立
に

と
っ
て
重
要
と
見
做
さ
れ
る
場
合
、
Ａ
国
の
武
力
攻
撃
の
排
除
を
目
的
と
す
る
Ｃ
国
等
に
よ
る
Ｂ
国
へ
の
武
力
支
援
は
、
Ｃ
国
等
の
自
衛

措
置
と
見
做
さ
れ
得
る

（
47
）

。

結
論
と
し
て
言
い
得
る
事
は
、
国
連
内
部
に
お
け
る
集
団
安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
が
有
効
で
な
い
限
り
、
集
団
的
自
衛
が
武
力
攻
撃
に
対

す
る
唯
一
の
保
障
を
創
設
し
て
い
る

（
47a
）

。

2
．
集
団
的
自
衛
の
現
象
形
態

集
団
的
自
衛
は
武
力
攻
撃
へ
の
無
計
画
な
対
応
と
し
て
自
然
発
生
的
に
行
使
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
潜
在
的
武
力
攻
撃
に
配
慮
し
た
事

前
合
意
に
基
づ
い
て
計
画
的
に
行
使
さ
れ
る
。
法
的
に
は
こ
れ
ら
の
双
方
が
可
能
で
あ
る
。

前
者
の
用
例
と
し
て
は
、
ク
エ
ー
ト
に
対
す
る
イ
ラ
ク
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
国
連
安
保
理
事
会
の
承
認
を
得
た
ア
メ
リ
カ
主
導
の
軍

事
連
合
作
戦
が
、
後
者
の
用
例
と
し
て
は
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
と
今
は
無
き
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3
．
集
団
的
自
衛
の
法
源

一
九
八
六
年
の
ニ
カ
ラ
ガ
ケ
ー
ス
で
国
際
司
法
裁
判
所
は
集
団
的
自
衛
権
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
慣
習
国
際
法

に
お
い
て
も
確
立
し
て
い
る
と
述
べ
た

（
48
）

。

し
か
も
そ
こ
で
は
小
田
判
事
が
正
当
に
も
、
そ
の
反
対
意
見
の
中
で
、
集
団
的
自
衛
権
が
国
連
憲
章
以
前
の
慣
習
の
中
で
「
固
有
の
権

四
六



（
四
七
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

利
」（
仏
語droit narurelle

＝
自
然
権
）
で
あ
る
と
の
構
想
を
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る

（
49
）

。

筆
者
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
個
別
的
自
衛
権
と
異
な
っ
て
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
よ
っ
て
初
め
て
創
設
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
既
に
国
連
憲
章
以
前
に
確
立
し
て
い
た
主
権
国
家
の
自
然
権
（
固
有
の
権
利
）
が
、
憲
章
第
五
一
条
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

こ
の
為
の
説
得
的
用
例
は
パ
リ
不
戦
条
約
（
一
九
二
八
年
）
前
文
で
確
認
さ
れ
る
。
曰
く
、

「
そ
の
相
互
関
係
に
お
け
る
一
切
の
変
更
は
、
平
和
的
手
段
に
よ
り
て
の
み
こ
れ
を
求
む
べ
く
、
又
平
和
的
に
し
て
秩
序
あ
る
手
続
き

の
結
果
た
る
べ
き
こ
と
、
及
び
今
後
戦
争
に
訴
え
て
国
家
の
利
益
を
増
進
せ
ん
と
す
る
署
名
国
は
、
本
条
約
の
供
与
す
る
利
益
を
拒
否
せ

ら
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
確
信
し
…
」

前
記
の
前
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
条
約
署
名
国
が
ひ
と
た
び
他
の
条
約
署
名
国
に
武
力
攻
撃
を
開
始
し
た
途
端
に
、
他
の
全
て

の
条
約
署
名
国
に
、
個
別
的
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
集
団
的
で
あ
れ
、
条
約
違
反
国
に
対
す
る
武
力
行
使
の
権
利
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
国
連
以
前
の
慣
習
国
際
法
に
ま
で
遡
及
さ
れ
得
る
か
否
か
に
関
わ
り
無
く
、
な
か
ん
ず
く
国
際

慣
習
法
の
統
合
要
素
を
構
成
し
て
い
る
事
実
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
事
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
、
国
際
連
合
加
盟
国
で
な
い
主
権
国
家
も

加
盟
諸
国
と
同
様
に
、
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
し
、
又
同
時
に
こ
の
権
利
か
ら
す
る
利
益
を
共
有
で
き
る

（
50
）

。

4
．
条
約
に
み
ら
れ
る
集
団
的
自
衛

将
来
の
武
力
攻
撃
に
先
駆
け
て
、
諸
国
は
、
一
定
形
式
の
条
約
を
締
結
で
き
る
。
そ
の
為
に
主
要
な
三
範
疇
は
、
ｉ
．
相
互
支
援
協
定
、

四
七



（
四
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

ⅱ
．
軍
事
同
盟
あ
る
い
は
、
ⅲ
．
保
障
協
定
、
で
あ
る
。
な
お
前
二
者
は
、
中
立
国
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
中
立
国
は
場
合
に

よ
っ
て
は
保
障
協
定
の
享
有
者
に
は
な
り
得
る
が
、
保
障
者
そ
の
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
永
世
中
立
は
、
戦
争
事
態
に
お

け
る
当
事
国
の
義
務
付
け
と
相
容
れ
な
い
か
ら
だ

（
51
）

。

ｉ
．
相
互
支
援
協
定

相
互
支
援
協
定
は
、
協
定
当
事
諸
国
が
当
時
諸
国
の
一
国
へ
の
軍
事
攻
撃
を
当
事
諸
国
全
体
へ
の
攻
撃
と
看
做
す
、
こ
の
状
況
下
に
お

い
て
相
互
支
援
を
行
う
事
を
宣
言
す
る
構
想
で
あ
る
。
相
互
支
援
協
定
は
、
二
国
間
的
で
も
、
多
国
間
的
で
も
あ
り
得
る
。
一
九
五
三
年

の
米
韓
が
そ
の
用
例
と
さ
れ
る

（
52
）

。

相
互
支
援
協
定
で
は
、
こ
れ
を
欠
点
と
看
做
す
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
実
に
原
則
と
し
て
関
係
国
が
、
こ
の
協
定
が
締
結
さ

れ
た
過
去
よ
り
も
行
動
を
起
こ
す
時
点
で
、
自
ら
の
行
動
が
自
国
の
重
大
な
利
益
に
関
わ
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
に
の
み
武
力
対
象

国
の
支
援
の
為
に
武
力
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ａ
国
が
Ｂ
国
に
対
し
武
力
攻
撃
を
行
っ
た
場
合
、
Ｃ
国
は
、
Ｂ
国
と
の
相

互
支
援
協
定
が
な
い
場
合
で
も
、
自
国
の
重
大
利
益
に
関
わ
る
場
合
、
Ｂ
国
が
反
対
し
な
い
限
り
（
あ
る
い
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
Ｂ
国
の
要
請
が
あ
る
場
合

（
52a
）

）、
Ｂ
国
の
支
援
に
駆
け
つ
け
る
事
が
で
き
る
。

こ
の
種
の
相
互
支
援
協
定
は
、
法
的
保
障
を
提
供
す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
当
事
諸
国
の
友
好
諸
国
に
対
し
て
も
、
あ
る
い
は
対
立
諸
国
に

対
し
て
も
、
協
定
文
書
の
政
治
的
領
域
に
お
け
る
意
思
表
示
の
効
果
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
八



（
四
九
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

相
互
支
援
協
定
の
典
型
的
歴
史
的
用
例
は
、
一
九
三
九
年
の
英
国
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
相
互
支
援
協
定
で
あ
る

（
53
）

。
両
国
間
の
協
定
は

一
九
三
九
年
八
月
二
五
日
に
締
結
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
が
九
月
一
日
に
開
始
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
ド
イ
ツ
戦
争
宣

言
が
九
月
三
日
に
な
さ
れ
、
こ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と
な
っ
た
。
十
日
以
内
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

ⅱ
．
軍
事
同
盟

相
互
支
援
領
域
に
お
け
る
現
実
の
実
践
上
の
問
題
は
、
事
前
調
整
に
欠
け
る
場
合
、
た
と
え
集
団
的
自
衛
措
置
へ
の
政
治
決
定
が
行
わ

れ
た
と
し
て
も
、
主
権
国
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
に
と
っ
て
侵
略
者
に
対
す
る
統
一
的
行
為
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事

実
こ
そ
が
平
時
軍
事
同
盟
を
相
互
支
援
取
決
め
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
種
の
同
盟
は
、
古
来
か
ら
の
格
言
「
平
和
を
望
む
な
ら
戦
争
に
備
え
よ
（si vis pacem

,para bellum

）」
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
軍
事
同
盟
は
、
武
力
攻
撃
の
場
合
に
於
け
る
相
互
支
援
の
為
の
抽
象
的
関
与
を
越
え
、
し
か
も
当
事
諸
国
は
、
将
来
の
武
力
攻

撃
の
懸
念
に
導
か
れ
、
自
ら
の
共
同
防
衛
権
の
準
備
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
、
共
同
軍
事
参
謀
本
部
、
兵
器
運
用

の
統
一
化
、
共
同
軍
事
演
習
、
政
治
・
軍
事
情
報
デ
ー
タ
の
交
換
等
々
が
含
ま
れ
る
。

確
か
に
、
武
力
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
同
盟
国
の
支
援
に
お
い
て
、
武
力
対
応
（
そ
し
て
最
終
的
に
は
戦
争
）
を
行
う
か
否
か
の
政
治
決

定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
盟
国
政
府
に
留
保
さ
れ
て
い
る

（
54
）

。
し
か
し
統
合
軍
事
参
謀
本
部
の
設
置
は
、
個
々
の
同
盟
諸
国
の
決
定
の
自
由
を

大
幅
に
制
限
す
る

（
55
）

。

四
九



（
五
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

ⅲ
．
保
障
協
定

こ
の
事
項
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
検
討
対
象
と
し
な
い
。

5
．
集
団
的
自
衛
の
法
的
制
限

1
）　

国
連
憲
章
の
優
先

現
在
で
は
武
力
攻
撃
は
国
連
憲
章
違
反
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
国
連
憲
章
第
一
〇
三
条
は
、「
国
際
連
合
加
盟
国
の
こ
の
憲
章
に
基

づ
く
義
務
と
他
の
い
ず
れ
か
の
国
際
協
定
に
基
づ
く
義
務
と
が
抵
触
す
る
と
き
は
、
こ
の
憲
章
に
基
づ
く
義
務
が
優
先
す
る
。」
と
規
定

す
る

（
56
）

。
国
連
憲
章
第
一
〇
三
条
の
解
釈
に
つ
い
て
争
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
国
連
憲
章
か
ら
す
る
義
務
の
優
先
的
地
位
そ
の
も
の
に
つ

い
て
は
争
い
が
な
い
。
従
っ
て
国
連
憲
章
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
条
約
と
（
今
は
存
在
し
な
い
）
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
を
支
配
す
る
事
に
な
る

（
57
）

。

2
）　

武
力
攻
撃
の
必
要
性

ニ
カ
ラ
ガ
・
ケ
ー
ス
に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
諸
国
が
国
連
憲
章
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
慣
習
国
際
法
に
お
い
て
も
、
武
力

攻
撃
を
構
成
す
る
行
為
へ
の
対
応
以
外
に
、
集
団
的
自
衛
で
武
力
を
行
使
す
る
権
利
を
有
し
な
い
事
を
強
調
し
た

（
58
）

。
従
っ
て
、
Ｃ
国
は
、

集
団
的
自
衛
を
発
動
し
て
Ａ
国
に
対
し
て
武
力
に
訴
え
る
場
合
、
Ｂ
国
に
対
し
て
Ａ
国
に
よ
る
武
力
攻
撃
が
開
始
さ
れ
た
事
実
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

（
59
）

。

五
〇



（
五
一
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

国
際
司
法
裁
判
所
は
更
に
、
国
家
が
集
団
的
自
衛
の
権
利
を
状
況
の
自
前
評
価
に
基
づ
い
て
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
て
い
る

（
60
）

。

先
ず
は
武
力
攻
撃
の
直
接
の
犠
牲
国
が
こ
の
種
の
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
視
点
を
形
成
し
、
且
つ
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
61
）

。
こ
れ
に

加
え
、
支
援
要
請
は
、
犠
牲
国
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
要
請
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
、
第
三
国
に
よ
る
集
団

的
自
衛
は
排
除
さ
れ
る

（
62
）

。

国
際
司
法
裁
判
所
の
前
記
の
見
解
に
は
、
以
下
の
諸
根
拠
か
ら
し
て
疑
念
が
提
示
さ
れ
る
。

第
一
に
、
歴
史
的
に
、
一
九
三
八
年
三
月
ド
イ
ツ
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
軍
事
併
合
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
一
切
の
抵
抗
を
行

わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
ド
イ
ツ
の
軍
事
行
動
の
違
法
性
（
具
体
的
に
は
パ
リ
不
戦
条
約
違
反
！
）
は
排
除
で
き
な
い
。

第
二
に
、
あ
る
国
は
、
パ
リ
不
戦
協
約
に
違
反
し
た
場
合
、
条
約
が
提
供
す
る
保
護
を
享
有
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
第
三
国
は
、
条
約

違
反
国
に
対
し
て
武
力
反
撃
を
遂
行
で
き
る
。

第
三
に
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
自
衛
の
為
の
一
形
態
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
当
事
国
は
、
第
三
国
で
は
な
く
、
集
団
的
自
衛
の
権
利

を
行
使
す
る
当
事
国
で
あ
る
。

第
四
に
、
国
連
の
集
団
安
全
保
障
制
度
の
不
完
全
性
故
に
、
集
団
的
自
衛
権
に
基
づ
く
補
完
制
度
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
現
状
で
、
い

た
ず
ら
に
こ
の
制
度
を
制
限
す
る
試
み
は
、
必
ず
し
も
成
功
し
な
い
。

第
五
に
、
集
団
的
自
衛
の
権
利
は
、
あ
く
ま
で
も
権
利
で
あ
っ
て
、
相
互
軍
事
支
援
条
約
が
な
い
限
り
、
当
事
諸
国
の
義
務
と
は
な
ら

な
い
。
こ
の
権
利
の
中
核
機
能
を
麻
痺
さ
せ
る
ほ
ど
の
法
的
制
限
は
望
ま
し
く
な
い

（
63
）

。

五
一



（
五
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

3
）　

集
団
的
自
衛
権
行
使
の
為
の
他
の
諸
条
件

自
衛
権
の
行
使
に
先
立
つ
三
要
件

（
64
）

│
必
要
性
、
比
例
適
合
性
、
即
時
性
│
は
、
個
別
的
自
衛
と
同
様
に
、
集
団
的
自
衛
に
も
適
用
要
件

と
さ
れ
る
。
こ
の
事
は
、
ニ
カ
ラ
ガ
・
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る

（
65
）

。

更
に
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
は
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
国
家
に
対
し
、
安
全
保
障
理
事
会
に
直
ち
に
報
告
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
義
務
の
確
立
の
中
で
第
五
一
条
は
、
個
別
的
自
衛
と
集
団
的
自
衛
間
の
区
別
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
事
は
、
自
衛
の
措
置
に

訴
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
が
こ
の
種
の
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
ニ
カ
ラ
ガ
・
ケ
ー
ス
に
於
け
る
判
決
か
ら
生
ず
る

（
66
）

。

Ⅳ
．
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
例
：
湾
岸
戦
争
：
朝
鮮
戦
争
と
の
比
較
に
お
い
て

集
団
的
自
衛
権
の
最
も
典
型
的
な
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
が
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
と
そ
の
四
〇
年
後
に
勃
発
し
た

一
九
九
〇
年
の
湾
岸
戦
争
で
あ
る
。

以
下
朝
鮮
戦
争
と
の
比
較
に
お
い
て
湾
岸
戦
争
を
検
討
し
よ
う
。

1
．
朝
鮮
戦
争

朝
鮮
戦
争
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
二
五
日
、
中
華
人
民
共
和
国
で
は
な
く
、
中
華
民
国
（
台
湾
）
が
国
連
代
表
で
あ
る
事
を
ソ
連
が
不

満
と
し
て
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
い
る
最
中
に
勃
発
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
、
ソ
連
抜
き
の
四

常
任
理
事
国
（
米
、
英
、
仏
、
中
華
民
国
）
で
、
三
つ
の
安
全
保
障
理
事
会
決
議
を
成
立
さ
せ
た
。

五
二



（
五
三
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

1
）　

一
九
五
〇
年
六
月
二
五
日
決
議（67）

こ
の
決
議
に
於
い
て
、
安
全
保
障
理
事
会
は
、「
大
韓
民
国
に
対
す
る
北
朝
鮮
軍
に
よ
る
武
力
攻
撃
を
非
常
な
憂
慮
を
以
て
」
注
目
し
、

「
こ
の
行
為
は
、
平
和
の
破
壊
を
構
成
し
て
い
る
」
と
決
定
し
、
北
朝
鮮
当
局
に
対
し
、「
敵
対
行
為
の
即
時
停
止
と
三
九
度
線
ま
で
そ
の

兵
力
を
撤
退
す
る
事
」
を
要
請
し
、
更
に
、「
全
て
の
国
連
加
盟
国
に
対
し
、
こ
の
決
議
の
執
行
に
お
い
て
国
際
連
合
に
あ
ら
ゆ
る
援
助

を
与
え
、
か
つ
北
朝
鮮
当
局
へ
の
援
助
を
慎
む
事
」
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
安
保
理
事
会
が
「
武
力
攻
撃
」
を
指
摘
す
る
事
に
よ
っ
て
暗
黙
裡
に
安
保
理
事
会
の
要
請
に
応
ず
る
加
盟

国
の
行
動
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
（
自
衛
権
）
下
の
行
動
と
な
る
可
能
性
を
前
提
と
し
、
更
に
こ
の
「
武
力
攻
撃
」
が
「
平
和
の
破
壊
を

構
成
す
る
」
と
指
摘
す
る
事
に
よ
っ
て
、
暗
黙
裡
に
国
連
憲
章
第
三
九
条
（
安
保
理
事
会
の
任
務
）
に
従
っ
た
行
動
と
な
る
可
能
性
を
前
提

と
し
て
い
る

（
68
）

。
又
「
敵
対
行
為
の
即
時
停
止
と
、
北
朝
鮮
当
局
に
対
す
る
、
北
緯
三
八
度
線
ま
で
の
兵
力
の
撤
退
」
の
要
請
は
、
国
連
憲

章
第
四
〇
条
の
意
味
で
の
「
事
態
の
悪
化
を
防
ぐ
為
の
暫
定
措
置
」
の
要
請
で
あ
る
事
が
推
定
さ
れ
る
。
更
に
安
保
理
機
会
の
決
議
は
、

韓
国
が
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
意
味
で
の
自
衛
権
の
適
用
下
に
あ
る
事
を
前
提
と
し
て
お
り
、
安
保
理
事
会
が
こ
の
条
項
（
個
別
的
・
集

団
的
自
衛
権
）
を
国
連
の
非
加
盟
国
（
韓
国
は
当
時
非
加
盟
国
！
）
に
も
適
用
で
き
る
と
解
釈
し
て
い
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
「
す

べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
、
こ
の
決
議
の
執
行
に
お
い
て
、
国
際
連
合
に
援
助
を
与
え
、
か
つ
北
朝
鮮
当
局
へ
の
援
助
を
慎
む
事
」
を
要
求

す
る
事
に
よ
っ
て
、
暗
黙
裡
に
国
連
憲
章
第
二
条
第
五
項
の
適
用
を
前
提
と
し
て
い
る

（
69
）

。

し
か
し
、
こ
の
決
議
の
ど
の
部
分
に
お
い
て
も
国
連
憲
章
第
五
一
条
も
第
三
九
条
も
第
四
〇
条
も
又
第
二
条
第
五
項
も
明
示
的
に
は
規

五
三



（
五
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

定
さ
れ
て
い
な
い
事
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る

（
70
）

。

2
）　

一
九
五
〇
年
六
月
二
七
日
決
議（71）

こ
の
決
議
に
於
い
て
、
安
保
理
事
会
は
、
前
回
の
六
月
二
五
日
決
議
を
指
摘
し
た
後
、「
武
力
攻
撃
を
撃
退
し
、
且
つ
、
こ
の
地
域
に

お
け
る
国
際
平
和
と
安
全
を
回
復
す
る
に
必
要
な
程
度
、
韓
国
に
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
を
国
連
加
盟
国
に
勧
告
」
し
た
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
北
朝
鮮
の
武
力
攻
撃
の
撃
退
が
国
連
加
盟
国
に
勧
告
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
暗

黙
裡
に
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
、
つ
ま
り
武
力
の
行
使
が
「
勧
告

（
72
）

」
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
事
に
、
安
保
理
事
会

の
武
力
攻
撃
支
援
「
勧
告
」
は
、「
決
定
」
で
は
な
い
の
で
、
加
盟
国
が
国
連
憲
章
第
二
五
条
も
し
く
は
第
四
八
条
に
従
っ
て
公
的
に
拘

束
さ
れ
る
事
は
無
い
。
つ
ま
り
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
国
連
軍
」
は
、
実
は
安
保
理
事
会
の
勧
告
に
自
発
的
に
応
じ
た
国
連
加

盟
諸
国
の
軍
隊
の
混
成
軍
で
あ
っ
た
。

3
）　

一
九
五
〇
年
七
月
七
日
決
議（73）

こ
の
決
議
に
お
い
て
、
安
保
理
事
会
は
、

第
一
に
、
武
力
攻
撃
に
対
し
て
自
衛
す
る
韓
国
を
援
助
し
、
且
つ
こ
の
地
域
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
回
復
の
為
に
与
え
ら

れ
た
迅
速
か
つ
積
極
的
な
支
援
を
歓
迎
し
、

第
二
に
、
前
掲
の
安
保
理
決
議
に
従
っ
て
、
軍
隊
そ
の
他
の
援
助
を
予
定
し
て
い
る
全
て
の
国
連
加
盟
国
が
、
こ
の
軍
隊
お
よ
び
そ
の

他
の
援
助
を
ア
メ
リ
カ
の
指
揮
下
に
あ
る
統
合
司
令
部
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
事
を
勧
告
し
、

五
四



（
五
五
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
に
こ
れ
ら
の
軍
隊
の
為
の
司
令
官
を
任
命
す
る
事
を
要
請
し
、

第
四
に
、
こ
の
統
合
司
令
部
に
対
北
朝
鮮
作
戦
に
参
加
す
る
多
様
な
諸
国
の
旗
と
並
ん
で
、
そ
の
裁
量
に
従
っ
て
、
国
連
旗
を
使
用
す

る
権
限
を
与
え
、

第
五
に
、
ア
メ
リ
カ
に
、
統
合
司
令
部
下
に
遂
行
さ
れ
る
行
動
に
際
し
、
報
告
を
安
保
理
事
会
に
提
出
す
る
事
を
要
請
し
た
。

こ
の
決
議
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、「
武
力
攻
撃
に
対
し
て
自
衛
す
る
韓
国
を
援
助
」
す
る
と
の
表
現
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
国
連
憲

章
第
五
一
条
の
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
を
加
盟
国
に
勧
告
し
て
い
る
事
実
、
な
ら
び
に
北
朝
鮮
に
対
し
て
武
力
行
使
す
る
軍
の
司
令

部
に
国
連
旗
を
使
用
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
事
実
で
あ
る

（
74
）

。

4
）　

対
北
朝
鮮
軍
事
行
動
は
「
国
連
」
の
行
動
に
非
ず

対
北
朝
鮮
軍
事
行
動
が
国
連
そ
の
も
の
の
行
動
と
看
做
す
考
え
が
浮
上
し
た
。
そ
の
為
の
論
拠
と
し
て
、
第
一
に
、
統
合
軍
に
国
連
旗

の
使
用
を
認
め
る
安
保
理
決
議
、
第
二
に
、
一
九
五
〇
年
七
月
七
日
の
安
保
理
で
議
長
が
「
こ
の
行
為
は
、
国
連
の
行
為
で
あ
る

（
75
）

。」
と

明
示
的
に
述
べ
た
事
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
結
論
と
し
て
、
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
国
連
軍
」
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
「
集
団
的
自
衛
権
」
を
適
用
す
る
行

動
を
行
う
限
り
、
形
式
的
に
国
連
の
旗
を
掲
げ
て
も
、
実
質
的
に
は
国
連
安
保
理
の
任
務
を
遂
行
す
る
「
国
連
軍
」
と
は
言
い
得
な
い
。

つ
ま
り
、
厳
密
に
は
安
保
理
の
勧
告
に
応
じ
た
多
国
籍
（
同
盟
）
軍
と
言
う
事
に
な
る

（
76
）

。

五
五



（
五
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

2
．
湾
岸
戦
争

1
）　

国
連
安
保
理
決
議
：

一
九
九
〇
年
八
月
二
日
、
力
に
よ
る
現
状
変
更
を
指
向
す
る
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
支
配
下
の
イ
ラ
ク
軍
に
よ
る
対
ク
エ
ー
ト
侵
略
戦
争

（
総
合
・
包
括
的
武
力
行
使
）
が
開
始
さ
れ
た
数
時
間
後
に
国
連
安
保
理
事
会
は
第
一
回
目
の
六
六
〇
号
決
議
を
行
っ
た

（
77
）

。
そ
こ
で
安
保
理

事
会
は
、
イ
ラ
ク
の
進
入
に
よ
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の
破
壊
の
存
在
を
確
認
し
、
国
連
憲
章
第
三
九
条
（
安
保
理
事
会
の
任
務
）
と
第

四
〇
条
（
暫
定
措
置
）
に
従
っ
た
行
動
を
指
摘
し
、
か
つ
イ
ラ
ク
軍
の
即
時
無
条
件
撤
退
を
要
求
し
た
。

そ
の
後
安
保
理
事
会
は
、
次
々
に
決
議
を
積
重
ね
、
終
に
一
九
九
〇
年
一
一
月
二
九
日
以
下
の
よ
う
な
第
一
二
回
目
の
第
六
七
八
号
決

議
を
公
表
し
た

（
78
）

。

1
）
イ
ラ
ク
が
六
六
〇
決
議
及
び
そ
の
後
の
全
て
の
諸
決
議
を
無
条
件
に
履
行
す
る
。

2
）
イ
ラ
ク
が
前
記
諸
決
議
を
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
ま
で
に
完
全
に
履
行
し
な
い
場
合
に
、
ク
エ
ー
ト
（
亡
命
）
政
府
と
協
力
す

る
全
て
の
加
盟
国
に
第
六
六
〇
号
決
議
と
こ
れ
に
続
く
全
て
の
諸
決
議
を
有
効
化
し
、
執
行
し
、
且
つ
こ
の
領
域
に
お
け
る
国
際
平

和
と
安
全
を
回
復
す
る
為
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
投
入
す
る
権
限
を
与
え
る
。

3
）
全
て
の
関
係
当
事
国
に
対
し
、
当
決
議
の
第
二
項
と
第
三
項
に
従
っ
て
執
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
、
安
保
理
事
会
に
定
期
的
に
報

告
す
る
事
を
要
請
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
対
イ
ラ
ク
安
保
理
諸
決
議
の
特
徴
を
要
約
す
る
な
ら
ば
以
下
の
様
に
な
る
。

五
六



（
五
七
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

安
保
理
事
会
は
、
国
連
憲
章
第
三
九
条
、
第
四
〇
条
、
第
五
一
条
、
第
七
章
、
一
般
国
際
法
原
則
た
る
ス
チ
ム
ス
ン
ド
ク
ト
リ
ン
（
武

力
併
合
の
法
的
無
効
宣
言
）
を
指
摘
し
、
国
連
憲
章
第
七
章
適
用
下
に
お
け
る
経
済
制
裁
の
実
効
化
目
的
で
の
海
上
で
の
（
限
定
的
武
力
行
使

を
含
む
）
必
要
な
措
置
を
執
る
事
を
国
連
加
盟
国
に
要
請
し
、
第
四
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
協
定
を
含
む
人
道
国
際
法
へ
の
イ
ラ
ク
の
全
面
責
任
を

指
摘
し
、
国
連
憲
章
第
二
五
条
（
決
定
の
拘
束
力
）、
第
四
八
条
（
加
盟
国
の
履
行
義
務
）、
第
一
〇
三
条
（
憲
章
義
務
の
優
先
）、
を
指
摘
し
、

イ
ラ
ク
に
外
交
・
領
事
関
係
に
関
す
る
ヴ
イ
ー
ン
条
約
と
国
際
法
の
順
守
を
要
求
し
、
イ
ラ
ク
に
よ
る
人
権
侵
害
、
損
害
賠
償
責
任
の
追

及
を
決
定
し
、
国
際
平
和
と
安
全
の
回
復
の
た
め
の
武
力
行
使
の
正
当
化
を
明
示
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

実
際
に
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
多
国
籍
軍
は
、
一
九
九
一
年
一
月
一
六
／
一
七
日
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
及
び
空
爆
を
開
始
し
、
二
月
二
八
日
に

は
、
陸
軍
に
よ
る
攻
撃
を
開
始
し
、
百
時
間
以
内
に
ク
エ
ー
ト
の
開
放
ば
か
り
か
、
イ
ラ
ク
領
土
の
約
一
五
％
を
制
圧
し
た
。
一
九
九
一

年
二
月
二
八
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
敵
対
行
為
の
停
止
を
一
方
的
に
宣
言
し
た
。
こ
れ
を
一
九
九
一
年
三
月
二
日
の
第

六
八
六
号
安
保
理
決
議

（
79
）

が
追
認
し
、
更
に
一
九
九
一
年
四
月
三
日
の
第
六
八
七
号
安
保
理
決
議

（
80
）

が
休
戦
条
件
を
イ
ラ
ク
に
強
い
た
。
こ
れ

ら
の
休
戦
条
件
を
イ
ラ
ク
は
し
ぶ
し
ぶ
受
け
入
れ
た
が
、
結
局
イ
ラ
ク
に
よ
る
完
全
実
行
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

2
）　

安
保
理
決
議
の
法
的
評
価

第
一
に
、
前
記
の
第
六
七
八
号
安
保
理
決
議
は
、
言
わ
ば
イ
ラ
ク
に
対
す
る
期
限
を
付
し
た
「
最
後
通
牒
」
と
見
做
さ
れ
る
と
同
時
に
、

ク
エ
ー
ト
を
支
援
す
る
加
盟
諸
国
に
、
イ
ラ
ク
に
対
す
る
武
力
行
使
の
権
限
付
与
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
」

に
は
、
当
然
「
武
力
攻
撃
手
段
」
も
含
ま
れ
る
。
し
か
も
「
こ
の
領
域
に
お
け
る
国
際
平
和
と
安
全
を
回
復
す
る
」
目
標
は
、
単
に
「
ク

五
七



（
五
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

エ
ー
ト
の
軍
事
的
解
放
」
に
留
ま
ら
ず
、
バ
グ
ダ
ッ
ド
を
含
む
イ
ラ
ク
全
土
の
占
領
も
法
的
に
可
能
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
ク
エ
ー
ト
支
援
同
盟
軍
は
、
国
連
軍
か
否
か
と
言
う
問
い
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
否
定
的
な
回
答
が
提
示
さ

れ
る
。
安
保
理
事
会
は
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
対
イ
ラ
ク
戦
闘
目
的
で
国
連
軍
を
設
立
し
な
か
っ
た

（
81
）

。
安
保
理
が
行
っ
た
決
議
の
主
要

事
項
は
、
イ
ラ
ク
の
対
ク
エ
ー
ト
武
力
攻
撃
が
国
際
の
平
和
と
安
全
の
破
壊
を
意
味
（
第
六
六
〇
号
決
議
）
し
、
国
連
加
盟
諸
国
が
イ
ラ
ク

の
武
力
攻
撃
対
す
る
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
よ
る
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
の
自
然
権
を
有
す
る
事
を
確
認
（
第
六
六
一
号
決
議
）
し
、
イ
ラ

ク
が
全
て
の
決
議
を
一
九
九
一
年
一
月
一
五
日
ま
で
に
完
全
に
実
行
し
な
い
場
合
、
ク
エ
ー
ト
政
府
と
協
力
す
る
全
て
の
加
盟
国
に
、
第

六
六
〇
号
決
議
と
こ
れ
に
続
く
す
べ
て
の
諸
決
議
を
有
効
化
し
、
且
つ
執
行
し
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
国
際
平
和
と
安
全
を
回
復
す
る
為

に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
投
入
す
る
権
限
を
与
え
た
事
（
第
六
七
八
号
決
議
）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
対
イ
ラ
ク
反
撃
同
盟
軍
は
、
国
連
の
集
団
安
全
保
障
を
担
保
す
る
国
連
軍
で
は
な
く
、
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
下
に
武
力
反

撃
の
権
限
が
付
与
あ
る
い
は
正
当
化
さ
れ
た
国
連
加
盟
諸
国
の
連
合
軍
に
他
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
通
常
想
定
さ
れ
る
時
系
列
か
ら
す
れ
ば
、
個
別
的
も
し
く
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
（
自
然
権
）
に
基
づ
い
て
武
力
反

撃
を
行
う
国
家
は
、
そ
の
行
動
の
内
容
を
安
保
理
に
報
告
し
、
安
保
理
が
こ
れ
に
つ
い
て
事
後
に
調
査
を
開
始
す
る
。
し
か
し
、
湾
岸
戦

争
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
主
導
の
軍
事
同
盟
諸
国
が
事
前
に
、
武
力
攻
撃
の
犯
罪
国
に
対
す
る
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
為
の
青
信

号
の
獲
得
を
求
め
、
こ
れ
を
獲
得
し
た
。

し
か
も
安
保
理
が
ひ
と
た
び
集
団
的
自
衛
権
に
基
づ
く
武
力
反
撃
の
要
請
も
し
く
は
正
当
化
を
行
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
制
限
あ
る
い
は

五
八



（
五
九
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

中
止
さ
せ
る
決
議
は
実
質
上
行
い
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
方
向
に
関
心
を
有
す
る
常
任
理
事
国
（
五
大
国
）
の
一
国
が
拒
否
権
を
発

動
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

背
景
は
異
な
る
が
、
類
似
的
行
動
は
、
朝
鮮
戦
争
の
場
合
に
も
成
功
裏
に
行
わ
れ
た
。

第
四
に
、
法
的
に
は
第
六
六
〇
号
安
保
理
決
議
で
、
イ
ラ
ク
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
、
国
際
の
平
和
と
安
全
が
破
壊
さ
れ
た
と
の
確
認

の
み
で
、
既
に
集
団
的
自
衛
権
に
基
づ
く
対
イ
ラ
ク
武
力
反
撃
が
法
的
に
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
も
極
論
す
る
な
ら
ば
、
ク
エ
ー
ト
に
対

す
る
イ
ラ
ク
の
包
括
的
・
総
合
的
武
力
攻
撃
の
開
始
を
以
て
、
戦
争
事
態
が
発
生
し
た
の
で
、
個
別
的
武
力
行
使
の
開
始
か
ら
、
徐
々
に

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
つ
い
に
は
戦
争
事
態
が
発
生
す
る
と
言
う
プ
ロ
セ
ス
が
省
略
さ
れ
た
の
で
、『
比
例
適
合
性
』
の
原
則
の
適
用
も
省

略
さ
れ
た
。

背
景
は
異
な
っ
て
も
、
こ
の
点
で
は
朝
鮮
戦
争
と
湾
岸
戦
争
は
酷
似
し
て
い
る
。

第
五
に
、
湾
岸
戦
争
は
、
同
盟
軍
の
作
戦
遂
行
に
関
す
る
限
り
、
国
連
集
団
安
全
保
障
体
制
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
集
団
的
自
衛
権

遂
行
の
表
明
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
も
こ
れ
に
類
似
す
る
。
両
戦
争
に
お
い
て
、
安
保
理
事
会
は
、
国
連
の
集
団
安
全
保
障
を
強
化
す
る

為
の
加
盟
国
を
法
的
に
拘
束
す
る
決
議
（
国
連
憲
章
第
四
一
条
及
び
第
四
二
条
）
を
回
避
し
、
寧
ろ
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
（
国
連
憲
章
第

五
一
条
）
を
勧
告
・
要
請
・
正
当
化
し
た

（
82
）

。

第
六
に
、
朝
鮮
戦
争
で
は
、
切
れ
目
な
く
軍
事
作
戦
が
継
続
さ
れ
て
い
た
に
対
し
、
湾
岸
戦
争
で
は
、
一
九
九
〇
年
八
月
二
日
に
包
括

五
九



（
六
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

的
軍
事
作
戦
を
開
始
し
た
イ
ラ
ク
軍
は
、
完
全
に
ク
エ
ー
ト
全
土
を
占
領
し
、
こ
の
占
領
が
既
成
事
実
と
し
て
ア
メ
リ
カ
主
導
の
連
合
軍

が
戦
闘
を
開
始
す
る
ま
で
の
一
九
九
一
年
一
月
一
六
／
一
七
日
ま
で
続
い
た
。

確
か
に
自
衛
権
適
用
の
三
要
件
と
し
て
の
、
必
要
性
、
比
例
適
合
性
及
び
即
時
性
の
中
、
イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
エ
ー
ト
軍
事
併
合
へ
の
強

い
意
思
表
示
、
な
ら
び
に
包
括
的
軍
事
行
動
に
よ
り
、
必
要
性
と
比
例
適
合
性
の
要
件
は
満
た
さ
れ
、
残
る
は
依
然
と
し
て
即
時
性
の
要

件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ラ
ク
の
総
合
的
軍
事
攻
撃
が
開
始
さ
れ
た
後
約
六
カ
月
に
わ
た
っ
て
軍
同
盟
諸
国
の
武
力
反
撃
が
開
始
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
反
撃
側
の
事
情
に
よ
る
。
つ
ま
り
反
撃
側
は
、
十
分
な
軍
事
的
準
備
を
整
え
、
更
に
国
連
安
保
理
か
ら
集
団
的
自
衛
権

に
基
づ
く
武
力
反
撃
の
為
の
「
錦
の
御
旗
」
を
得
る
た
め
に
、
約
六
カ
月
を
費
や
し
た
の
で
あ
る
。

第
七
に
、
朝
鮮
戦
争
で
は
、
全
く
偶
然
に
、
ソ
連
側
の
安
保
理
ボ
イ
コ
ッ
ト
中
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
の
で
、
国
連
安
保
理
は
、
短

期
間
中
に
残
る
四
常
任
理
事
国
で
重
要
な
三
つ
の
決
議
を
す
る
事
が
出
来
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ソ
連
と
中
国
の
力
が
相
対
的
に
脆
弱
化
し
、

緊
張
緩
和
が
開
始
さ
れ
た
と
は
い
え
、
両
国
を
説
得
す
る
為
の
時
間
が
必
要
と
さ
れ
た
。

結
論
と
し
て
、
湾
岸
戦
争
も
朝
鮮
戦
争
も
、
国
連
集
団
安
全
保
障
と
は
異
な
る
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
典
型
的
形
体
と
看
做
さ
れ
る
。

Ⅴ
．
憲
法
の
変
遷
論

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
は
、
そ
の
前
文
と
第
九
条
に
基
づ
い
て
お
り
、
現
在
（
二
〇
一
五
年
）
で
も
与
野
党
を
問
わ
ず
、
平
和
主
義

そ
の
も
の
に
反
対
す
る
政
党
は
存
在
し
な
い
。
し
か
も
日
本
の
憲
法
学
者
（
学
理
解
釈
の
担
い
手
）
の
圧
倒
的
多
数
は
、
憲
法
解
釈
の
帰
結

六
〇



（
六
一
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

と
し
て
、
日
本
の
「
非
武
装
中
立
」
を
結
論
付
け
、
更
に
そ
の
中
の
多
数
が
憲
法
政
策
的
に
、
憲
法
解
釈
上
の
『
憲
法
変
遷
』
に
も
、

「
憲
法
改
正
」
に
も
反
対
し
て
い
る
。

筆
者
の
解
釈
的
結
論
は
、
前
記
の
双
方
と
対
立
す
る
。
そ
の
為
の
第
一
の
根
拠
は
、
国
際
法
的
に
「
非
武
装
」
と
「
中
立
」
が
相
互
に

相
容
れ
な
い
関
係
に
あ
る
事
実
、
第
二
の
根
拠
は
、「
変
法
の
変
遷
」
は
、
憲
法
学
の
中
で
、
原
則
的
に
、「
憲
法
改
正
」
の
前
段
階
と
し

て
、
重
要
な
位
置
付
が
な
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

従
っ
て
本
節
の
目
的
は
、
憲
法
変
遷
の
本
質
並
び
に
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
「
変
遷
」
を
検
討
対
象
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

1
．
憲
法
変
遷
の
本
質

1
）　

憲
法

一
国
の
憲
法
は
、
具
体
的
歴
史
的
状
況
か
ら
生
じ
、
こ
の
状
況
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
且
つ
こ
の
状
況
と
共
に
変
化
し
、
規
範
の

中
に
表
明
さ
れ
る
一
国
の
法
的
状
態
で
あ
る

（
83
）

。

人
間
の
性
格
と
同
様
に
、
憲
法
も
二
つ
の
傾
向
を
持
つ
。
そ
れ
は
持
続
的
傾
向
と
変
化
の
傾
向
で
あ
る
。

憲
法
理
論
に
よ
っ
て
憲
法
の
持
続
的
傾
向
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
改
正
の
難
し
さ
（
例
え
ば
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
両
議
院
定
数

の
三
分
の
二
＋
国
民
投
票
で
の
過
半
数
の
賛
同
、
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
、
連
邦
議
会
議
院
及
び
連
邦
参
議
院
定
数
の
三
分
の
二
の
賛
同
）
に
よ
っ
て
他

の
諸
法
律
と
区
別
さ
れ
る
規
範
が
憲
法
規
範
と
表
示
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
法
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
の
本
質
的
特
徴
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に

加
え
、
ド
イ
ツ
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
で
は
、「
ラ
ン
ト
に
よ
る
連
邦
の
編
成
、
立
法
に
際
す
る
諸
ラ
ン
ト
の
原
則
的
協
働
、
ま
た
は

基
本
法
第
一
条
及
び
第
二
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
諸
原
則
に
抵
触
す
る
」
基
本
法
改
正
が
許
さ
れ
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
の
憲

六
一



（
六
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

法
制
定
権
者
は
、
こ
の
憲
法
規
範
に
表
明
さ
れ
て
い
る
具
体
的
、
歴
史
的
状
況
を
永
続
的
に
保
持
し
、
高
価
な
遺
産
と
し
て
後
世
に
引
き

継
ご
う
と
し
て
い
る
。

他
方
に
お
い
て
、
全
て
の
憲
法
に
内
在
す
る
変
化
の
傾
向
は
、
不
断
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
変
化
的
性
格
と
状
況
依
存
性
は
、

憲
法
が
実
定
法
規
範
の
総
体
で
あ
る
限
り
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
全
て
の
実
定
法
は
、
憲
法
を
含
め
て
、
そ
の
本
性
か
ら

し
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
柔
軟
で
、
状
況
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
歴
史
的
で
、
従
っ
て
、
恒
常
的
変
遷
下
に
置
か
れ
て
い
る
。

2
）　

憲
法
と
「
事
情
変
更
の
原
則
」（clausula rebus sic stantibus

）

共
同
体
に
お
け
る
権
力
の
構
成
と
配
分
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
法
規
範
（
憲
法
）
は
、
暗
黙
裡
に
、
立
法
原
理
と
し
て
の
「
事
情
変

更
の
原
則
」
の
留
保
を
前
提
と
し
て
い
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
権
力
配
分
的
規
範
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
が
発
生
し
た
状
況
が
本
質
的
に
変
化
せ
ず
、
し
か
も
法
秩
序
の
不
可
欠
な

部
分
と
し
て
規
範
の
背
景
に
あ
り
、
規
範
と
共
に
「
意
図
し
て
い
た
」
規
範
の
「
意
義
」
が
廃
止
を
要
求
し
な
い
限
り
、
有
効
で
あ
る
と

い
う
留
保
が
こ
れ
で
あ
る

（
84
）

。

事
情
変
更
の
原
則
は
、
全
て
の
憲
法
の
不
可
欠
な
構
成
要
件
で
あ
り
、
如
何
な
る
憲
法
規
定
に
よ
っ
て
も
排
除
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
意

味
で
こ
の
原
則
は
、「
契
約
順
守
（pacta sunt servanda

）」
の
原
則
と
同
様
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
両
者
は
、
法
制
度
の
本
質
か
ら
し

て
、
実
定
化
が
行
わ
れ
な
い
場
合
で
も
、
直
接
適
用
可
能
な
一
般
的
法
原
則
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。

六
二



（
六
三
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

3
）　
「
事
情
変
更
原
則
」
実
現
の
三
つ
の
方
法

憲
法
に
於
け
る
「
事
情
変
更
の
原
則
」
は
、
三
つ
の
異
な
る
方
法
で
実
行
さ
れ
る
。

第
一
に
、
事
情
変
更
の
要
請
は
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
る
方
式
で
、
改
正
権
限
の
あ
る
機
関
が
憲
法
規
範
を
改
正
、
廃
止
も
し
く
は
補
充

す
る
正
式
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

第
二
に
、
事
情
変
更
の
要
請
は
、
革
命
も
し
く
は
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
、
現
行
憲
法
の
廃
止
も
し
く
は
新
た
な
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る

（
85
）

。

憲
法
的
「
事
情
変
更
の
原
則
」
と
革
命
（
及
び
ク
ー
デ
タ
）
及
び
反
逆
罪
の
関
連
は
、
国
際
法
的
「
事
情
変
更
の
原
則
」
と
戦
争
の
関

連
に
類
似
す
る
。
武
力
に
よ
っ
て
現
存
の
法
秩
序
を
変
更
す
る
試
み
と
し
て
の
戦
争
は
、
国
際
法
に
お
け
る
革
命
に
該
当
す
る
。
事
情
変

更
を
根
拠
と
し
て
憲
法
改
正
が
、
暴
力
を
平
和
的
法
創
造
に
向
け
る
が
故
に
、
国
内
法
秩
序
の
最
高
の
任
務
で
あ
る
如
く
、
事
情
変
更
の

原
則
適
用
に
「
平
和
的
移
行
（peaceful change
）」
の
可
能
性
を
開
く
事
が
国
際
法
の
目
標
で
あ
る
平
和
秩
序
の
維
持
に
対
す
る
最
高
の

手
段
と
見
做
さ
れ
る

（
86
）

。

第
三
に
、
事
情
変
更
の
要
請
は
、
暗
黙
の
憲
法
変
遷
（stiller V

erfassungsw
andel

）
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
暗
黙
の
憲
法
変
遷
と
は
、

憲
法
の
文
面
の
変
更
無
し
に
、
実
定
憲
法
規
範
の
意
味
を
本
質
的
に
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
と
憲
法
違

反
は
、
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

憲
法
改
正
は
、
憲
法
自
体
に
規
定
さ
れ
て
い
る
方
法
で
憲
法
条
文
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
違
反
は
、
憲
法
の
文
面
と
意
味
に
対

す
る
意
識
的
違
反
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
憲
法
変
遷
は
、
違
法
意
識
が
存
在
し
な
い
本
来
的
憲
法
条
文
の
文
面
の
意
味
の
変
更
で

あ
る
。
憲
法
変
遷
を
実
現
す
る
同
時
代
の
人
々
に
は
、
違
法
意
識
が
欠
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
し
ば
し
ば
意
味
の
変
遷
す
ら
意
識
し

六
三



（
六
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
別
の
場
合
に
は
、
意
味
の
変
遷
は
意
識
さ
れ
て
も
、
違
法
性
は
意
識
さ
れ
な
い
。
こ
の
意
味
変
遷
の
違
法
性
の

意
識
が
憲
法
変
遷
を
除
外
し
、
憲
法
違
反
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る

（
87
）

。

憲
法
変
遷
は
、
進
化
の
一
種
と
し
て
、
正
式
の
憲
法
改
正
と
革
命
の
中
間
に
位
置
付
け
ら
れ
、
憲
法
改
正
を
先
取
り
し
、
少
な
く
と
も

一
定
期
間
革
命
を
阻
止
す
る
。

4
）　

憲
法
変
遷
と
憲
法
解
釈

憲
法
変
遷
は
、
表
現
手
段
と
し
て
憲
法
解
釈
を
利
用
す
る
。
憲
法
解
釈
は
、
先
ず
実
現
さ
れ
た
暗
黙
の
憲
法
変
遷
を
確
認
す
る
。
憲
法

解
釈
は
、
憲
法
変
遷
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
、
先
ず
憲
法
変
遷
に
正
式
の
道
を
開
き
、
変
遷
に
実
行
の
為
の
手
段
を
与
え
る
。

つ
ま
り
暗
黙
の
憲
法
変
遷
は
、
解
釈
の
下
で
、
そ
し
て
解
釈
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。
解
釈
利
用
の
古
典
的
例
証
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法

の
歴
史
で
あ
る
。
こ
の
拡
大
解
釈
（B
road interpretation

）
は
、
最
短
の
、
従
っ
て
最
も
賢
明
な
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
若
さ
を
保
ち
続
け
た
。

暗
黙
の
憲
法
変
遷
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
は
不
断
に
再
生
さ
れ
た

（
88
）

。

5
）　

憲
法
解
釈
の
任
務

憲
法
解
釈
は
、
憲
法
変
遷
に
実
質
的
に
道
を
示
し
、
憲
法
変
遷
に
先
立
つ
道
標
で
あ
り
、
憲
法
変
遷
の
歩
む
べ
き
道
を
示
し
、
憲
法
変

遷
が
こ
の
道
を
踏
み
外
し
、
不
法
に
陥
る
こ
と
を
阻
止
す
る
。
従
っ
て
、
憲
法
解
釈
は
、
憲
法
変
遷
に
お
い
て
、
憲
法
に
対
す
る
監
視
者

の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
憲
法
の
発
展
を
方
向
づ
け
る
が
、
そ
の
発
展
を
阻
止
し
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
憲
法
解
釈
が
憲
法
変
遷
に
お
い
て
、
法
の
倫
理
的
な
る
も
の
へ
の
不
可
変
な
拘
束
を
思
い
出
さ
せ
る
限
り
、
つ
ま
り
憲

六
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（
六
五
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

法
変
遷
に
於
け
る
憲
法
の
良
心
で
あ
る
限
り
、
憲
法
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
た
保
護
者
は
、
憲
法
解
釈
諸
機
関
な
の
で
あ
る

（
89
）

。

6
）　

憲
法
解
釈
の
担
い
手

憲
法
解
釈
の
担
い
手
は
、
そ
の
為
に
憲
法
に
よ
っ
て
招
聘
さ
れ
て
い
る
諸
機
関
で
あ
る
。
憲
法
の
解
釈
機
関
は
最
終
的
に
裁
判
所
で
あ

り
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
憲
法
裁
判
所
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
変
遷
の
本
来
的
担
い
手
で
あ
り
、
監
視
者
で
あ
り
、
警
告
者
で

あ
り
、
有
権
解
釈
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
る
。
裁
判
官
に
よ
る
解
釈
と
並
ん
で
、
政
治
家
に
よ
る
解
釈
が
現
れ
る
。
法
は
、
政
治
的
な
る

も
の
の
機
能
で
あ
り
、
政
治
行
動
の
結
果
で
あ
る
。
政
治
は
生
成
途
上
に
あ
る
法
で
あ
る
。
現
在
の
法
規
範
の
中
に
昨
日
の
政
治
的
要
請

と
夢
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
の
事
は
、
と
り
わ
け
憲
法
規
範
に
お
い
て
妥
当
す
る
。
憲
法
は
、
政
治
家
に
行
動
の
場
を
提
供
す
る
。
憲
法
は

政
治
家
に
可
能
性
と
権
力
を
与
え
る
。
従
っ
て
、
政
治
家
が
行
う
す
べ
て
が
憲
法
解
釈
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
政
治
家
は
、
そ
の
意
味
で

全
て
の
憲
法
の
保
護
者
で
あ
り
、
有
権
解
釈
の
先
兵
で
あ
り
、
個
々
の
規
範
が
政
治
目
的
を
充
足
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ

る
倫
理
的
要
請
を
も
充
足
す
る
事
に
配
慮
す
る
事
が
憲
法
の
保
護
者
の
義
務
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
憲
法
の
解
釈
に
招
聘
さ
れ
て
い
る
の
は
法
学
者
で
あ
る
。
法
学
者
に
よ
る
学
理
解
釈
（w

issenschaftliche Interpretation

）

は
、
有
権
解
釈
に
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
事
に
よ
っ
て
影
響
力
を
行
使
す
る
。
法
律
の
全
て
の
解
釈
に
妥
当
す
る
事
は
、
と
り
わ
け
学

理
解
釈
に
も
妥
当
す
る
。
学
理
解
釈
は
、
三
つ
の
段
階
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

解
釈
の
第
一
段
階
は
、
立
法
者
の
実
際
の
意
思
の
解
明
で
あ
る
。
こ
の
解
明
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
若
干
の
法
律
に
お
い
て
は
、

立
法
者
が
明
快
な
意
思
を
有
し
て
い
た
か
否
か
を
問
う
事
も
あ
る
。

解
釈
の
第
二
段
階
に
お
い
て
、
立
法
者
の
意
思
の
解
明
は
、
法
律
の
意
思
の
解
明
に
高
め
ら
れ
、
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
際
法
律
の
意
思

六
五



（
六
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

は
、
最
早
立
法
者
の
意
思
で
は
な
く
、
立
法
者
が
事
物
の
状
況
下
に
お
い
て
、
如
何
な
る
意
思
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
言

う
事
で
あ
る
。
法
律
の
意
思
の
こ
の
様
な
解
明
と
共
に
創
造
的
解
釈
が
生
ま
れ
る
。

解
釈
の
第
三
段
階
は
、
事
情
変
更
後
の
法
律
の
意
思
の
解
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
学
は
、
過
去
の
（ex tunc

）
法
律
の
意
思
、
つ
ま
り

本
来
の
法
律
の
意
思
を
問
う
の
で
は
な
く
、
今
か
ら
の
（ex nunc

）
法
律
の
意
思
、
つ
ま
り
今
と
明
日
の
為
に
現
在
の
法
律
の
意
思
を
問

う
の
で
あ
る
。
も
し
立
法
者
が
今
日
こ
の
具
体
的
歴
史
的
現
在
、
こ
の
よ
う
な
唯
一
の
状
況
下
で
、
初
め
て
規
範
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、

事
物
の
状
況
に
従
っ
て
、
合
理
的
に
は
如
何
な
る
意
思
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
問
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

前
記
の
ど
の
大
会
に
お
い
て
も
法
学
は
何
ら
か
の
意
味
で
憲
法
の
保
護
者
と
し
て
現
れ
る
が
、
第
三
段
階
で
そ
の
度
合
い
が
最
も
強
い
。

何
故
な
ら
、
法
学
は
こ
こ
で
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
憲
法
変
遷
に
道
と
方
向
を
示
す
か
ら
で
あ
る

（
90
）

。

2
．
憲
法
第
九
条
の
変
遷

周
知
の
如
く
日
本
国
憲
法
は
、
占
領
下
の
異
常
状
態
の
下
で
検
閲
を
含
む
占
領
体
制
の
様
々
な
超
憲
法
的
制
約
の
中
で
制
定
さ
れ
た
。

従
っ
て
日
本
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
が
行
使
さ
れ
た
と
看
做
す
に
は
無
理
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
歴
史
的
に
は
ア
メ
リ
カ
占
領
当
局
が
作

成
し
た
憲
法
草
案
が
政
府
草
案
と
し
て
国
会
に
提
出
さ
れ
、
占
領
当
局
の
厳
し
い
メ
デ
ィ
ア
検
閲
・
統
制
・
操
作
下
に
草
案
が
審
議
さ
れ
、

多
少
の
修
正
が
な
さ
れ
、
採
択
・
発
布
さ
れ
た
か
ら
だ
。
こ
の
事
実
か
ら
し
て
日
本
国
憲
法
は
、
日
本
国
民
の
純
粋
な
「
憲
法
制
定
権

力
」
の
産
物
と
は
言
い
得
な
い
。
寧
ろ
ア
メ
リ
カ
占
領
当
局
（
と
後
に
は
極
東
委
員
会
も
）
の
意
思
が
強
く
反
映
さ
れ
た
言
わ
ば
あ
る
種
の

「
協
約
憲
法

（
91
）

」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
我
が
国
憲
法
の
制
定
時
点
で
は
、
日
本
国
民
の
政
府
と
議
会
が
占
領
当
局
に
よ
る
厳
し
い
制
約
下
に
憲
法
制
定
行
為
を
遂
行
し

六
六



（
六
七
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

た
こ
と
か
ら
し
て
、
日
本
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
が
自
由
な
自
決
に
よ
る
正
式
な
憲
法
制
定
行
為
を
遂
行
し
た
の
で
は
な
く
、
言
わ
ば
新

憲
法
草
案
の
形
式
的
提
案
を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
行
為
か
ら
す
る
憲
法
の
真
の
効
力
は
、
占
領
中
に
は
発
揮
さ
れ
ず
、

日
本
の
独
立
ま
で
、
日
本
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
と
ア
メ
リ
カ
占
領
当
局
の
双
方
に
よ
っ
て
留
保
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。

し
か
も
提
案
さ
れ
た
憲
法
は
、
日
本
の
独
立
（
一
九
五
二
年
）
ま
で
は
、
国
家
の
最
高
規
範
で
さ
え
な
く
、
占
領
規
範
に
従
属
す
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
明
治
憲
法
に
代
る
べ
く
予
定
さ
れ
た
新
た
な
憲
法
提
案
で
は
あ
っ
た
が
、
占
領

当
局
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
高
法
規
と
し
て
の
完
全
な
効
力
が
日
本
の
独
立
ま
で
留
保
さ
れ
た
憲
法
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
占
領
当
局
に
と
っ

て
は
、
日
本
国
憲
法
も
そ
の
下
位
に
あ
る
諸
法
律
も
同
様
に
占
領
当
局
の
命
令
に
従
属
す
る
規
範
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
占
領
当
局
に
と
っ
て
は
、
日
本
国
憲
法
の
突
破
（V

erfassungsdurchbruch

）
も
変
遷
（V

erfassungsw
andel

）
も
可
能
で
あ
っ
た

（
92
）

。

従
っ
て
、
占
領
下
の
憲
法
解
釈
も
、
独
立
す
る
ま
で
の
間
は
、
占
領
当
局
に
よ
る
不
断
の
変
更
が
留
保
さ
れ
て
い
る
過
渡
的
性
格
の
も

の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
辺
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
憲
法
が
最
高
法
規
に
あ
ら
ざ
る
占
領
時
代
の
憲
法
解
釈
を
、
独
立
後
に
、

無
修
正
に
全
面
的
に
取
り
入
れ
た
憲
法
解
釈
は
、
時
に
は
欠
陥
商
品
の
誹
り
を
免
れ
得
な
い
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

占
領
時
代
の
「
協
約
憲
法
」
の
、
と
り
わ
け
憲
法
第
九
条
の
解
釈
の
中
で
、
占
領
軍
の
政
策
に
相
応
す
る
も
の
が
軍
隊
保
持
の
禁
止
を

提
唱
す
る
「
多
数
説
」
で
あ
っ
た
。
当
然
の
事
に
、
当
時
の
占
領
政
策
は
、
日
本
の
武
装
解
除
と
非
軍
事
化
で
あ
っ
た
。
し
か
も
日
本
は
、

そ
の
主
権
が
極
度
に
制
限
さ
れ
た
国
家
で
あ
り
、
自
前
の
軍
隊
が
な
く
、
他
国
の
軍
隊
に
占
領
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
。

六
七



（
六
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

確
か
に
憲
法
第
九
条
の
「
芦
田
修
正
」
に
よ
り
、
侵
略
以
外
の
目
的
の
為
に
は
軍
隊
の
保
持
も
可
能
で
あ
る
と
の
解
釈
も
可
能
に
な
っ

た
事
か
ら
、
憲
法
第
六
六
条
第
二
項
（
文
民
条
項
）
の
挿
入
が
占
領
当
局
（
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
中
国
及
び
ソ
連
）
か
ら
要
求
さ
れ
、
こ
れ

が
実
現
し
た
事
実
が
あ
り
、
ま
た
文
理
解
釈
的
に
は
、
軍
隊
の
保
持
と
不
保
持
の
双
方
が
可
能
な
状
態
に
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
当
時
の

外
国
軍
の
占
領
の
現
実
と
占
領
当
局
の
非
軍
事
化
政
策
は
、（
た
と
え
侵
略
以
外
の
目
的
で
あ
れ
）、
軍
隊
の
設
立
を
可
能
に
す
る
解
釈
を
許

す
環
境
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
占
領
下
の
日
本
に
お
け
る
憲
法
解
釈
は
、
ひ
と
ま
ず
「
主
権
国
家
の
論
理
」
が
停
止
し
た
状
態
に
あ
っ

た
。
当
時
の
憲
法
学
界
の
主
流
を
自
他
共
に
許
し
い
て
い
た
東
大
憲
法
学
は
、
そ
の
意
味
で
も
、
占
領
政
策
に
合
致
し
た
解
釈
を
展
開
し

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
解
釈
は
占
領
下
の
現
実
に
鑑
み
た
憲
法
規
範
の
説
明
で
は
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
臨
時
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
し
か
も
主

権
国
家
を
前
提
と
す
る
解
釈
で
は
な
か
っ
た

（
93
）

。

憲
法
解
釈
に
際
し
て
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
点
は
占
領
期
間
中
に
我
が
国
憲
法
第
九
条
を
裏
付
け
と
す
る
平
和
主
義
の
内
容
を
決
定
的

に
方
向
づ
け
る
重
要
な
立
法
が
行
わ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
占
領
期
間
中
に
朝
鮮
戦
争
勃
発
（
一
九
五
〇
年
六
月
）
を
契
機
と
し
て
、

占
領
当
局
の
勧
告
（
実
質
は
命
令
！
）
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た
警
察
予
備
隊
令
で
あ
る
。
こ
れ
が
基
礎
と
な
っ
て
独
立
直
後
の
一
九
五
二

年
に
保
安
隊
法
が
、
そ
し
て
一
九
五
四
年
に
自
衛
隊
法
が
制
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
占
領
中
に
開
始
さ
れ
た
「
再
軍
備
」
の
方
向
づ
け
が
独

立
後
も
踏
襲
さ
れ
た
の
だ
。
正
に
前
記
の
一
連
の
規
範
制
定
行
為
の
中
に
『
憲
法
変
遷
』
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
行

為
は
、
あ
く
ま
で
も
行
政
・
政
府
・
議
会
が
警
察
予
備
隊
令
、
保
安
庁
法
、
自
衛
隊
法
の
憲
法
適
合
性
を
前
提
と
し
た
規
範
制
定
行
為
で

あ
っ
た
。

六
八



（
六
九
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

し
か
も
最
高
裁
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
方
向
、
と
り
わ
け
自
衛
隊
の
存
在
を
違
憲
と
見
做
さ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
日
本
国

家
の
「
無
防
備
」、「
無
抵
抗
」
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。

つ
ま
り
執
行
機
関
た
る
政
府
と
立
法
機
関
た
る
議
会
の
多
数
に
よ
る
有
権
解
釈
が
自
衛
隊
（
軍
隊
）
を
合
憲
と
解
釈
し
て
現
在
に
至
る
。

つ
ま
り
最
高
裁
が
自
衛
隊
を
違
憲
で
あ
る
と
解
釈
す
る
ま
で
は
、
自
衛
隊
の
合
憲
性
の
推
定
が
成
り
立
つ
。
つ
ま
り
有
権
解
釈
が
『
憲
法

の
変
遷
』
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
二
年
四
月
の
対
日
講
和
条
約
発
効
に
よ
っ
て
、
日
本
が
国
際
法
的
に
独
立
国
家
と
な
っ
た
時
点
は
、
日
本
国
民
の
憲
法
制
定
権

力
が
自
由
な
自
決
を
行
う
事
を
可
能
に
す
る
好
機
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
占
領
政
策
を
裏
付
け
と
し
た
日
本

の
左
派
勢
力
た
る
抽
象
的
平
和
主
義
勢
力
が
議
会
で
憲
法
改
正
に
対
す
る
拒
否
勢
力
と
し
て
三
分
の
一
以
上
を
占
め
、
憲
法
制
定
権
力
の

自
由
な
自
決
を
実
質
上
不
可
能
に
し
た
。

し
か
も
日
本
が
独
立
し
て
一
九
五
二
年
四
月
か
ら
、
提
案
さ
れ
た
新
憲
法
の
真
の
最
高
法
規
た
る
憲
法
と
し
て
の
機
能
が
開
始
す
る
の

で
あ
る
。
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
の
意
思
の
表
明
と
し
て
の
日
本
国
憲
法
は
、
国
民
の
憲
法
制
定
権
力
の
継
続
的
意
思
と
し
て
、
憲
法
解

釈
の
対
象
と
な
っ
た
の
だ
。

し
か
し
有
権
解
釈
に
資
料
を
提
供
す
る
立
場
に
あ
る
学
理
解
釈
の
多
数
派
は
、
主
権
国
家
と
な
っ
た
日
本
の
現
実
を
受
け
入
れ
ず
、
占

領
時
代
の
解
釈
を
執
拗
に
維
持
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
な
お
「
多
数
派
」
と
は
言
っ
て
も
、
東
大
法
学
部
が
当
時
も
、
そ
し
て
現
在
も
最

大
多
数
の
憲
法
学
者
を
育
成
し
た
事
実
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
多
数
派
の
論
理
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な

い
の
は
自
明
の
事
で
あ
る
が

（
94
）

。

六
九



（
七
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

Ⅵ
．
日
本
国
憲
法
に
於
け
る
集
団
的
自
衛
権

1
．
集
団
的
自
衛
権
は
適
用
可
能

周
知
の
如
く
、
一
方
で
自
衛
権
へ
の
直
接
的
言
及
は
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
に
も
、
ま
た
第
九
条
に
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、

憲
法
条
文
の
審
議
過
程
で
、
野
坂
参
三
議
員
に
対
す
る
吉
田
茂
首
相
の
極
め
て
不
明
確
な
回
答
の
中
で
、
自
衛
権
の
否
定
と
見
做
さ
れ
得

る
様
な
発
言
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
国
政
府
は
、
自
衛
権
の
否
定
と
見
做
さ
れ
得
る
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
時
の
推
移
の
中
で
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
に
、
政
府
解
釈
は
、
集
団
的
自
衛
権
に
限
っ
て
、
日
本
国
が
こ
の
権
利
を
保
有
す
る
が
、

憲
法
の
趣
旨
か
ら
し
て
適
用
不
可
能
で
あ
る
と
の
説
明
を
行
っ
た
。

筆
者
は
、
前
記
の
政
府
説
明
が
不
合
理
で
あ
り
、
国
際
政
治
の
現
状
に
合
致
し
な
い
旨
を
既
に
古
く
か
ら
主
張
し
て
き
た

（
95
）

。
従
っ
て
、

今
般
（
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
）
の
閣
議
決
定
が
、
集
団
的
自
衛
権
を
制
約
さ
れ
た
形
で
は
あ
っ
て
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ

た
事
実
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
賛
同
し
て
い
る
。

2
．
平
和
に
寄
与
す
る
「
双
務
性
」（
相
互
主
義
）
の
勧
め

世
界
平
和
（
平
和
主
義
）
は
、
他
国
の
安
全
と
同
時
に
自
国
の
安
全
を
度
外
視
し
て
は
考
察
さ
れ
得
な
い
。
世
界
平
和
の
思
想
は
、
そ

の
意
味
で
独
善
的
一
国
平
和
主
義
を
排
除
す
る
。

国
家
の
安
全
は
、
法
治
国
家
体
制
か
ら
ほ
ど
遠
い
諸
国
が
多
数
を
占
め
る
国
際
社
会
に
あ
っ
て
は
、
な
か
ん
ず
く
軍
事
的
側
面
を
度
外

視
す
る
事
が
で
き
な
い
。
そ
の
為
の
事
実
は
、
例
え
ば
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
年
）、
湾
岸
戦
争
（
一
九
九
〇
年
）、
コ
ソ
ボ
戦
争
（
一
九
九
九

七
〇



（
七
一
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

年
）
等
々
が
如
実
に
示
し
た
。

我
が
国
の
軍
事
的
安
全
の
要
と
し
て
は
、
凡
そ
三
つ
の
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
当
然
の
事
に
自
衛
隊
、
他
の
一
つ
は
、
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
く
日
米
軍
事
協
力
、
最
後
の
一
つ
は
、（
小
児
病
的
・
抽

象
的
平
和
主
義
の
提
唱
者
で
さ
え
も
反
対
で
き
な
い
）
国
連
に
よ
る
集
団
的
安
全
保
障
体
制
の
強
化
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
で
は
、
前
記
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、「
双
務
性
」（
あ
る
い
は
相
互
主
義
）
の
原
則
の
適
用
（
前
提
）
な
く
し
て
は
、
一
朝

有
事
の
際
に
そ
の
機
能
が
お
ぼ
つ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、
平
時
か
ら
そ
の
社
会
的
地
位
（
そ
し
て
憲
法
的
地
位
）
を
承

認
す
る
事
、
日
米
軍
事
協
力
に
お
い
て
は
、
片
務
的
で
は
な
く
、
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
を
含
む
双
務
性
の
確
認
、
国
連
に
お
い
て
は
、

そ
の
平
和
維
持
活
動
へ
の
自
衛
隊
の
参
加
を
含
め
た
国
家
（
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
の
積
極
的
参
加
が
緊
急
か
つ
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
全
て
の
課
題
は
、
憲
法
の
前
文
と
第
九
条
の
解
釈
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る

（
96
）

。

な
お
前
記
の
双
務
性
も
し
く
は
相
互
主
義
に
反
対
す
る
論
拠
と
し
て
古
く
か
ら
持
ち
出
さ
れ
て
来
た
い
わ
ゆ
る
「
巻
き
込
ま
れ
論
」
は
、

既
に
岸
内
閣
時
代
（
一
九
六
〇
年
）
の
安
保
改
定
以
来
延
々
と
続
け
ら
れ
た
証
明
不
可
能
な
、
し
か
も
荒
唐
無
稽
な
単
な
る
主
張
で
あ
っ

て
、
こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
よ
り
現
実
的
な
「
抑
止
」
理
論
の
対
置
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
抑
止
が
機
能
し
て
い
る
限
り
、「
巻
き

込
ま
れ
事
態
」
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
低
い
と
い
う
論
理
が
こ
れ
で
あ
る
。

3
．
集
団
的
自
衛
権
に
関
わ
る
憲
法
第
九
条
の
解
釈
に
当
た
っ
て
の
基
本
理
解

憲
法
解
釈
に
あ
た
っ
て
の
筆
者
の
基
本
理
解
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
基
本
的
前
提
の
確
認
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、「
憲
法
制
定
権
者
と
は
だ
れ
か
」
と
言
う
こ
と
を
先
ず
確
認
す
る
こ
と
、

七
一



（
七
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

そ
の
第
二
は
、「
憲
法
第
九
条
の
国
際
性
」
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
を
見
落
と
し
た
憲
法
第
九
条
の
解
釈
は
、
不
完
全
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

1
）　

憲
法
制
定
権
者
は
誰
か

筆
者
が
敢
え
て
『
憲
法
制
定
権
者
』
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
理
由
は
、
法
の
持
つ
客
観
的
意
義
を
理
解
す
る
必
要
性
に
あ
る
。
全
て
の

法
解
釈
に
お
け
る
と
同
様
に
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
も
、
憲
法
の
客
観
的
意
義
、
す
な
わ
ち
憲
法
に
表
明
さ
れ
て
い
る
条
文
及
び
そ
の
内

に
潜
む
暗
黙
の
限
定
を
如
何
に
理
解
す
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
憲
法
の
起
草
に
携
わ
っ
た
歴
史
的
人
物
が
ど
の
よ
う
に

理
解
し
た
か
が
解
釈
上
の
決
定
的
要
因
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
の
起
草
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
、
ど
の
よ
う
な
思

考
を
条
文
に
注
入
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
解
釈
上
の
決
定
的
要
因
と
は
な
ら
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
現

行
憲
法
制
定
時
に
お
い
て
、
そ
れ
に
携
わ
っ
た
歴
史
的
人
物
、
例
え
ば
、
天
皇
の
上
に
君
臨
し
た
最
高
権
力
者
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
及
び
そ
の

ス
タ
ッ
フ
（
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
、
ケ
ー
デ
ィ
ス
等
々
）
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
有
し
て
い
た
か
、
吉
田
茂
が
自
衛
権
に
つ
い
て
野
坂
参
三
の
質
問

に
対
し
て
如
何
に
解
答
し
た
か
、
ま
た
芦
田
均
が
如
何
な
る
意
図
で
第
九
条
の
修
正
文
を
提
出
し
た
か
等
々
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
、

歴
史
家
や
歴
史
小
説
家
に
と
っ
て
は
重
要
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
た
め
に
、
そ
れ
が
直
ち
に
解
釈
上
の
決
定
的
要
因
と
は
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
憲
法
制
定
権
力
（
者
）（verfassunggebende G

ew
alt

）
と
は
、
こ
の
憲
法
の
起
草
に
携
わ
っ
た
個
々
の
歴
史
的
人
物
で

は
な
く
、
全
国
民
（
つ
ま
り
我
々
個
々
の
国
民
）
の
総
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決

理
由
の
中
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る

（
97
）

。

す
な
わ
ち
こ
の
場
合
、
条
文
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
憲
法
制
定
権
者
の
客
観
化
さ
れ
た
意
思
が
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
憲

七
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（
七
三
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

法
制
定
権
者
の
意
思
は
、
如
何
な
る
動
き
や
変
化
も
な
き
固
定
さ
れ
た
意
思
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
要
請
に
応
じ
て
変
遷
可
能
な
「
継

続
的
意
思
」（D

auerw
ille

）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
時
代
の
要
請
に
応
じ
た
変
遷
可
能
な
「
継
続
的
意
思
」
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、
恣
意
が
入
り
込
む
危
険
が
問
題
と
な
る
場
合

に
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
制
定
権
者
が
こ
の
法
を
通
し
て
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
目
標
が
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

ば
憲
法
第
九
条
の
、
ま
た
憲
法
全
体
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
究
極
目
標
は
「
正
義
の
秩
序
を
基
調
と
し
た
国
際
平
和
の
実
現
」
で
あ
り
、

そ
の
帰
結
と
し
て
侵
略
戦
争
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
標
を
離
れ
て
の
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
目
標
へ
の
到
達
の
為
、
憲
法
解
釈
者
は
、
絶
え
ず
規
範
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
状
況
（N

orm
situation

）、
つ
ま
り
経
済
的
・
社
会

的
・
政
治
的
事
情
に
絶
え
ず
眼
を
向
け
な
が
ら
、
合
理
的
意
思
を
有
す
る
と
言
わ
れ
る
憲
法
を
合
目
的
的
に
解
釈
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
規
範
と
社
会
関
係
の
相
応
が
合
理
的
解
釈
と
さ
れ
る
の
だ

（
98
）

。

2
）　

憲
法
第
九
条
の
「
国
際
性
」
と
は
何
か

憲
法
第
九
条
解
釈
上
の
二
つ
目
の
前
提
は
、
第
九
条
が
持
つ
「
国
際
性
」
の
認
識
で
あ
る
。
多
く
の
識
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

日
本
国
憲
法
の
最
大
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
そ
の
国
際
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
性
格
は
憲
法
の
前
文
や
第
九
十
八
条
は
無
論
の
こ
と
、

特
に
そ
の
第
九
条
に
最
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
第
九
条
は
、「
平
和
愛
好
国
」
と
な
っ
た
我
が
国
が
、
国
際
共
同
体
の
一
員
と
し
て
、

そ
の
目
標
と
し
て
い
る
「
正
義
と
秩
序
を
機
法
と
し
て
い
る
」
国
際
共
同
体
の
平
和
の
実
現
の
為
に
、
他
国
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
な

る
行
動
を
執
る
べ
き
か
（
あ
る
い
は
執
る
べ
き
で
な
い
か
）
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
、
他
国
と
の
関
係
に
お
け
る
我
が
国
の
行
動
と
言
う
事
が
第
九
条
の
解
釈
上
の
基
点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

七
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（
七
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
条
文
の
解
釈
に
お
い
て
、
先
ず
国
際
法
的
用
例
が
基
準
と
な
る
べ
き
事
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方

法
に
よ
る
解
釈
（
つ
ま
り
条
文
の
持
つ
意
味
の
類
似
性
を
第
一
に
国
際
法
の
中
に
見
出
す
）
に
よ
っ
て
、
初
め
て
こ
こ
に
第
九
条
の
独
自
性
が
見

出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
九
条
の
持
つ
概
念
（
国
際
平
和
、
戦
争
、
武
力
行
使
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
、
国
際

紛
争
解
決
の
手
段
、
陸
海
空
軍
、
戦
力
、
国
の
交
戦
権
）
は
皆
国
際
法
的
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
国
際
法
的
用
例
を
無
視
し
た
解
釈
は
不
十
分

の
誹
り
を
免
れ
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
国
際
法
的
用
例
と
の
比
較
に
よ
っ
て
こ
そ
初
め
て
第
九
条
の
独
自
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
際
法
的
用
例
に
目
を
向
け
な
い
日
本
独
自
の
憲
法
解
釈
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
憲
法
第
九
条
に
限
っ
て
は
、
合
理
的
に
は
そ
の
独
自
性

が
見
出
さ
れ
得
な
い
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
解
釈
上
の
国
際
法
的
用
例
の
優
先
の
原
則
が
支
配
す
べ
き
な
の
で
あ
る

（
99
）

。

4
．
集
団
的
自
衛
権
適
用
の
勧
め

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
つ
の
ケ
ー
ス
に
自
衛
権
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
武
力
行
使
の
合
法
性
を
主
張
す
る
際
に
、
そ
の
理
論
の
整
合
性

を
維
持
す
る
為
に
は
、
個
別
的
自
衛
権
そ
の
も
の
を
拡
大
解
釈
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
の
必
要
性
を
認
め
る
か
の

ど
ち
ら
か
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
事
が
先
ず
念
頭
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
個
別
駅
自
衛
権
の
拡

大
解
釈
と
は
言
っ
て
も
、
国
際
法
学
者
が
通
常
理
解
し
て
い
る
内
容
か
ら
、
あ
ま
り
に
も
か
け
離
れ
て
い
る
様
な
拡
大
解
釈
は
行
い
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

1
）　

集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
従
来
の
政
府
解
釈

政
府
見
解
の
主
要
部
分
を
抽
出
す
る
な
ら
ば
、
凡
そ
以
下
の
様
に
な
る
。

七
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（
七
五
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

「
憲
法
第
九
条
の
も
と
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
自
衛
権
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
従
来
か
ら
い
わ
ゆ
る
自
衛
権
発
動
の
三
要

件
（
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
事
、
こ
の
場
合
に
他
の
適
当
な
手
段
が
な
い
事
及
び
必
要
最
小
限
の
実
力
行
使
に
留
ま
る
べ
き
事
）
に

該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
し
て
い
る
。」（
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
四
日　

参
決　

政
府
提
出
資
料
）

「
…
政
府
は
、
従
来
か
ら
一
貫
し
て
、
我
が
国
の
国
際
法
上
の
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
国
権
の
発
動
と

し
て
こ
れ
を
行
使
す
る
事
は
、
憲
法
の
容
認
す
る
自
衛
の
措
置
の
限
界
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

憲
法
は
、
第
九
条
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
を
放
棄
し
、
い
わ
ゆ
る
戦
力
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
前
文
に
お
い
て
「
全
世
界

の
国
民
が
…
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
」
こ
と
を
確
認
し
、
ま
た
第
一
三
条
に
お
い
て
「
生
命
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対

す
る
告
人
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
…
国
政
の
上
で
最
大
の
蘇
張
を
必
要
と
す
る
」
旨
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
我
が
国
が
自
ら
の
存

立
を
全
う
し
国
民
が
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
事
ま
で
も
放
棄
し
て
い
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
自
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
そ

の
存
立
を
全
う
す
る
為
に
必
要
な
自
衛
の
措
置
を
執
る
事
を
禁
じ
て
い
る
と
は
到
底
理
解
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
平
和
主
義
を
そ
の
基
本
原
理
と
す
る
憲
法
が
、
右
に
言
う
自
衛
の
た
め
の
措
置
を
無
制
限
に
認
め
て
い
る
と
理
解
さ
れ
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
外
国
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
と
言

う
急
迫
、
不
正
の
事
態
に
対
処
し
、
国
民
の
こ
れ
ら
の
権
利
を
守
る
た
め
の
止
む
を
得
な
い
措
置
と
し
て
、
は
じ
め
て
容
認
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
措
置
は
、
右
の
事
態
を
排
除
す
る
為
執
ら
れ
る
べ
き
最
小
限
の
範
囲
に
と
ど
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
わ
が
憲
法
の
下
で
武
力
行
使
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
、
不
正
の
侵
害
に
対
処
す
る
場
合
に
限
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
他
国
に
加
え
ら
れ
た
武
力
攻
撃
を
阻
止
す
る
事
を
そ
の
内
容
と
す
る
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
の
行
使
は
、
憲
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（
七
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

法
上
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」（
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
四
日　

参
決　

政
府
提
出
資
料
）

2
）　

従
来
の
政
府
解
釈
の
問
題
点

第
一
に
、
従
来
の
政
府
解
釈
は
、
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
（
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
事
、
こ
の
場
合
に
他
の
適
当
な
手
段

が
な
い
事
及
び
必
要
最
小
限
の
実
力
行
使
に
留
ま
る
べ
き
事
、
あ
る
い
は
、
即
時
性
、
必
要
性
及
び
比
例
適
合
性
の
原
則
）
が
個
別
的
自
衛
権
ば
か
り

か
、
同
時
に
集
団
的
自
衛
権
に
も
適
用
さ
れ
る
事
実
を
全
く
考
慮
せ
ず
、
独
断
的
に
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
。

第
二
に
、
従
来
の
政
府
解
釈
は
、
国
際
法
の
中
で
非
常
事
態
に
お
け
る
自
国
民
（
邦
人
）
救
出
も
自
衛
権
の
適
用
ケ
ー
ス
と
見
做
さ
れ
、

そ
こ
で
は
双
務
性
（
相
互
主
義
）
が
厳
然
と
支
配
し
て
い
る
（
つ
ま
り
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
ケ
ー
ス
）
事
実
を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
様
な

場
合
に
は
、
例
え
ば
、
米
国
旅
客
機
に
よ
る
邦
人
輸
送
の
際
に
於
け
る
自
衛
隊
戦
闘
機
に
よ
る
護
衛
、
あ
る
い
は
、
米
艦
船
に
よ
る
邦
人

輸
送
に
お
け
る
自
衛
隊
軍
艦
に
よ
る
護
衛
等
々
が
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
従
来
の
政
府
解
釈
は
、
日
米
共
同
作
戦
と
し
て
の
千
カ
イ
リ
シ
―
レ
ー
ン
防
衛
あ
る
い
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
太
平
洋
、
イ

ン
ド
洋
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
防
衛
の
可
能
性
及
び
必
要
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

第
四
に
、
従
来
の
政
府
解
釈
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
一
般
国
際
法
及
び
国
連
憲
章
に
お
い
て
主
権
国
家
の
「
自
然
権
＝
固
有
の
権
利
」

と
し
て
重
要
な
位
置
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
看
過
あ
る
い
は
軽
視
し
て
い
る
。
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（
七
七
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

周
知
の
如
く
、
一
般
国
際
法
に
於
け
る
集
団
的
自
衛
権
の
根
拠
と
さ
れ
る
パ
リ
不
戦
条
約
（
一
九
二
八
年
）
の
前
文
で
は
、
こ
の
条
約

に
反
し
て
戦
争
に
訴
え
た
国
家
が
こ
の
条
約
が
供
与
す
る
利
益
が
拒
否
さ
れ
る
旨
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
約
が
供
与
す
る
利
益
と

は
、
法
的
に
締
約
諸
国
の
武
力
攻
撃
の
対
象
と
な
ら
な
い
利
益
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
締
約
国
が
こ
の
条
約
義
務
に
違
反
し
て
戦
争
を
開
始

し
た
場
合
、
全
て
の
締
約
諸
国
が
違
反
国
に
対
し
て
戦
争
に
訴
え
る
権
利
（
つ
ま
り
集
団
的
自
衛
権
）
を
留
保
し
て
い
る
事
に
な
る
。

更
に
国
連
に
お
い
て
は
本
来
目
標
と
さ
れ
た
国
連
軍
は
未
だ
実
現
せ
ず
、
現
実
に
は
例
え
ば
朝
鮮
戦
争
や
湾
岸
戦
争
に
お
け
る
軍
は
、
国

連
の
承
諾
あ
る
い
は
要
請
・
勧
告
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
連
加
盟
国
が
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
為
の
自
前
の
軍
隊
に
他
な
ら
な
い
。

朝
鮮
戦
争
で
侵
略
軍
に
対
応
し
た
い
わ
ゆ
る
国
連
軍
は
国
連
旗
の
使
用
が
許
さ
れ
た
が
、
厳
密
に
は
国
連
の
軍
で
は
な
く
集
団
的
自
衛

権
を
行
使
し
た
国
連
加
盟
諸
国
の
軍
で
あ
っ
た
。
湾
岸
戦
争
で
ク
エ
ー
ト
を
侵
略
し
た
イ
ラ
ク
軍
に
対
応
し
た
軍
も
国
連
軍
で
は
な
く
、

イ
ラ
ク
に
対
し
て
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
た
加
盟
諸
国
の
軍
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
は
、
朝
鮮
戦
争
に
於
け
る
様
な
国
連
旗
の
申
請
さ

え
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
国
連
成
立
以
来
七
〇
年
近
い
こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
み
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
短
中
期
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
傾
向
が
継
続

す
る
と
の
推
定
が
可
能
と
な
る
。

3
）　

第
二
次
安
倍
政
権
に
お
け
る
政
府
解
釈
：
集
団
的
自
衛
権
適
用
の
容
認

二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
第
二
次
安
倍
政
権
の
政
府
解
釈
の
主
要
部
分
は
凡
そ
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
筆
者
の
解
説
を
付
し
て
紹
介
し
た
い
。
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（
七
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

⑴　

わ
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
対
応
が
必
要

「
わ
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
対
応
し
、
い
か
な
る
事
態
に
お
い
て
も
国
民
の
命
と
平
和
な
暮
ら
し
を
守
り
抜
く
た

め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
解
釈
の
ま
ま
で
は
必
ず
し
も
十
分
な
対
応
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
解
釈
が
適
切

か
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
政
府
の
憲
法
解
釈
に
は
論
理
的
整
合
性
と
法
的
安
定
性
が
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
従
来
の
政
府
解
釈
に

お
け
る
憲
法
第
九
条
の
解
釈
の
基
本
的
論
理
の
枠
内
で
、
国
民
の
命
と
平
和
な
暮
ら
し
を
守
り
抜
く
た
め
の
論
理
的
な
帰
結
を
導
く
必
要

が
あ
る
。」

【
こ
こ
で
は
、
古
典
的
国
家
目
標
た
る
国
民
の
生
命
・
財
産
・
自
由
を
守
る
に
際
し
て
の
安
全
保
障
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
解
釈
の

必
要
が
指
摘
さ
れ
、
暗
黙
の
憲
法
変
遷
論
適
用
の
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
お
い
て
も
、
論
理
的
整
合
性
と
法
的
安
定

性
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。】

⑵　

憲
法
第
九
条
は
武
力
の
全
面
禁
止
で
は
な
く
国
民
の
存
続
を
守
る
為
最
小
限
の
武
力
反
撃
を
容
認
す
る

「
憲
法
第
九
条
は
そ
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
国
際
関
係
に
お
け
る
「
武
力
の
行
使
」
を
一
切
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
憲
法
前

文
で
確
認
し
て
い
る
「
国
民
の
平
和
的
生
存
権
」
や
憲
法
第
一
三
条
が
「
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
は
国

政
の
上
で
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
旨
定
め
て
い
る
趣
旨
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
憲
法
第
九
条
が
、
わ
が
国
が
自
国
に
平
和
と
安
全

を
維
持
し
、
そ
の
存
立
を
全
う
す
る
た
め
に
必
要
な
自
衛
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
は
到
底
解
さ
れ
な
い
。
一
方
、
こ
の
自

衛
の
措
置
は
、
あ
く
ま
で
外
国
の
武
力
攻
撃
に
よ
っ
て
国
民
の
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
と
言
う
急

七
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（
七
九
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

迫
不
正
の
事
態
に
対
処
し
、
国
民
の
こ
れ
ら
の
権
利
を
守
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
措
置
と
し
て
初
め
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
「
武
力
行
使
」
は
許
容
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
憲
法
第
九
条
の
下
で
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
「
武
力
行
使
」
に

つ
い
て
、
従
来
か
ら
政
府
が
一
貫
し
て
表
明
し
て
来
た
見
解
の
根
幹
、
い
わ
ば
基
本
的
な
論
理
で
あ
り
。
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年

一
〇
月
一
四
日
に
参
議
院
決
算
委
員
会
に
対
し
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
「
集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
と
の
関
係
」
に
明
示
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
論
理
は
、
憲
法
第
九
条
の
下
で
は
今
後
と
も
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

｛
こ
の
部
分
の
特
徴
は
、
国
民
の
「
平
和
的
生
存
権
」
と
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
を
維
持
し
、
そ
の
存
立
を
全
う
す
る

為
の
自
衛
の
措
置
を
執
る
こ
と
を
憲
法
第
九
条
が
禁
じ
て
い
な
い
と
の
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
五
九
年
最
高
裁
の
「
無
防
備
・

無
抵
抗
」
の
否
定
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
自
衛
の
た
め
の
前
提
と
し
て
の
三
要
件
（
必
要
性
、
比
例
適
合
性
お
よ
び
即

時
性
）
が
課
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
政
府
見
解
の
根
幹
と
見
做
し
、
こ
の
根
幹
の
変
更
は
将
来
も
な
い
と
し
て
い
る
。｝

⑶　

わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
よ
り
わ
が
国
の
存
立
が

脅
か
さ
れ
る
場
合
に
武
力
反
撃
が
容
認
さ
れ
る

「
こ
れ
ま
で
政
府
は
、
こ
の
基
本
的
な
論
理
の
下
「
武
力
行
使
」
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場

合
に
限
ら
れ
る
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
や
技
術
革
新
の
急
速
な
進
展
、
大
量
破

壊
兵
器
な
ど
の
脅
威
な
ど
に
よ
り
わ
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
根
本
的
に
変
容
し
、
変
化
し
続
け
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、

今
後
他
国
に
対
し
て
発
生
す
る
武
力
攻
撃
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
目
的
、
規
模
、
態
様
等
に
よ
っ
て
は
、
わ
が
国
の
存
立
を
脅
か
す

七
九



（
八
〇
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

こ
と
も
現
実
に
起
こ
り
得
る
。

わ
が
国
と
し
て
は
、
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
こ
れ
を
平
和
的
に
解
決
す
る
た
め
に
最
大
限
の
外
交
努
力
を
尽
く
す
と
と
も
に
、
こ
れ

ま
で
も
憲
法
解
釈
に
基
づ
い
て
整
備
さ
れ
て
き
た
既
存
の
国
内
法
令
に
よ
る
対
応
や
当
該
憲
法
解
釈
の
枠
内
で
可
能
な
法
整
備
な
ど
あ
ら

ゆ
る
必
要
な
対
応
を
採
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
わ
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
万
全
を
期
す
る
必

要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
に
、
現
状
の
安
全
保
障
環
境
に
照
ら
し
て
慎
重
に
検
討
し
た
結
果
、
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し

た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
わ
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、

国
民
の
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
排
除
し
、
わ
が
国
の

存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
と
き
に
、
必
要
最
小
限
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
政
府
見

解
の
基
本
的
な
論
理
に
基
づ
く
自
衛
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
。」

｛
こ
れ
ま
で
の
政
府
の
第
九
条
解
釈
は
、
わ
が
国
に
限
定
さ
れ
た
武
力
攻
撃
へ
の
武
力
対
応
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た
が
、
わ
が
国
を

取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
の
本
本
的
変
容
に
よ
り
、
今
後
他
国
に
対
し
て
発
生
す
る
武
力
攻
撃
で
あ
っ
て
も
、
わ
が
国
の
存
立
を
脅
か
す

こ
と
が
現
実
に
起
こ
り
得
る
。
こ
の
様
に
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
わ
が
国
の
存
立
が
脅
か

さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
、
必
要
最
小
限
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
政
府
見
解
の
基
本
的
論
理
に
基
づ
く
自
衛
の

た
め
の
措
置
と
し
て
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
。
つ
ま
り
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
が
こ
れ
で
あ
る
。｝

八
〇



（
八
一
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

⑷　

国
際
法
上
の
根
拠
と
憲
法
解
釈
を
区
別
し
て
理
解
す
る
必
要

「
わ
が
国
に
よ
る
「
武
力
の
行
使
」
が
国
際
法
を
順
守
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
国
際
法
上
の
根
拠
と
憲
法
解
釈
は
区

別
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
上
記
の
「
武
力
の
行
使
」
は
、
国
際
法
上
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
根
拠
と
な
る
場

合
が
あ
る
。
こ
の
「
武
力
行
使
」
に
は
、
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
を
契
機
と
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
が
、
憲
法
上
は
、

あ
く
ま
で
も
わ
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
自
衛
の
措
置
と

し
て
初
め
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。」

｛
こ
こ
で
は
、
一
方
で
、
国
際
法
上
の
根
拠
と
憲
法
の
解
釈
を
区
別
す
る
必
要
性
が
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
「
武
力
行
使
」
が
国

際
法
上
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
根
拠
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
憲
法
上
は
、
目
標
が
国

民
の
存
立
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。｝

⑸　

自
衛
隊
出
動
に
お
け
る
民
主
的
議
会
統
制
の
必
要

「
憲
法
上
「
武
力
の
行
使
」
が
許
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
国
民
の
命
と
平
和
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
民

主
的
統
制
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
わ
が
国
で
は
な
く
他
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場

合
に
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
「
武
力
の
行
使
」
を
行
う
た
め
に
自
衛
隊
に
出
動
を
命
ず
る
に
際
し
て
は
、
現
行
法
令
に
規
定
す
る
防
衛
出

動
に
関
す
る
手
続
き
と
同
様
、
原
則
と
し
て
事
前
に
国
会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
法
案
に
明
記
す
る
こ
と
と
す
る
。」八

一



（
八
二
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

｛
こ
こ
で
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
に
際
し
て
、
民
主
国
家
に
お
け
る
議
会
統
制
を
確
保
す
る
為
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
規
定
が
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
事
前
承
認
」
に
「
原
則
と
し
て
」
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
「
例
外
」
が
あ
り
え
る

こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。｝

4
）　

集
団
的
自
衛
権
の
適
用
を
容
認
す
る
政
府
解
釈
の
論
理

二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
政
府
解
釈
」
で
は
、
周
知
の
如
く
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
が
容
認
さ
れ
た
。
昭
和
四
七

（
一
九
七
二
）
年
一
〇
月
一
四
日
に
参
議
院
決
算
委
員
会
に
対
し
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
「
集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
と
の
関
係
」
と
の

比
較
に
お
い
て
、
集
団
的
自
衛
権
を
対
象
と
し
て
現
行
政
府
解
釈
の
論
理
の
検
討
を
試
み
よ
う
。

「
わ
が
憲
法
の
下
で
武
力
行
使
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
、
不
正
の
侵
害
に
対
処
す
る
場
合
に
限
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
他
国
に
加
え
ら
れ
た
武
力
攻
撃
を
阻
止
す
る
事
を
そ
の
内
容
と
す
る
い
わ
ゆ
る
集
団
的
自
衛
の
行
使
は
、
憲
法

上
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」（
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
四
日
付
参
決
政
府
提
出
資
料
）

「
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、

こ
れ
に
よ
り
わ
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
排
除
し
、
わ
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
と
き
に
、
必
要
最
小
限
の

実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
政
府
見
解
の
基
本
的
な
論
理
に
基
づ
く
自
衛
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
考
え

八
二



（
八
三
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

る
べ
き
で
あ
る
。」（
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
解
釈
）

前
記
の
二
文
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
前
者
は
集
団
的
自
衛
の
行
使
が
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
し
、
後
者
は
、
他
国
へ
の
武
力
攻
撃
が
発

生
し
た
場
合
で
も
武
力
反
撃
が
許
さ
れ
る
、
つ
ま
り
集
団
的
自
衛
の
行
使
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
容
認
さ
れ
る
と
見
做
し
て
い
る
。
い
わ

ば
、
一
八
〇
度
の
転
換
で
あ
る
。

こ
の
転
換
に
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
が
提
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
説
得
的
な
理
由
づ
け
と
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

第
一
は
、
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
や
技
術
革
新
の
急
速
な
進
展
、
大
量
破
壊
兵
器
な
ど
の
脅
威
な
ど
に
よ
り
わ
が
国
を
取
り
巻
く
安

全
保
障
環
境
が
根
本
的
に
変
容
し
た
事
実
、

第
二
は
、
今
後
他
国
に
対
し
て
発
生
す
る
武
力
攻
撃
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
目
的
、
規
模
、
態
様
等
に
よ
っ
て
は
、
わ
が
国
の
存

立
を
脅
か
す
こ
と
も
現
実
に
起
こ
り
得
る
、

第
三
は
、
従
っ
て
、「
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
わ
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ

れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
排
除
し
、
わ
が
国
の

存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
と
き
に
、
必
要
最
小
限
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
政
府
見

解
の
基
本
的
な
論
理
に
基
づ
く
自
衛
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
」
と
の
結
論
と
な
る
。

つ
ま
り
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
を
容
認
す
る
政
府
の
新
解
釈
の
論
旨
及
び
そ
の
特
徴
は
、

八
三



（
八
四
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

第
一
に
、
新
た
な
現
象
と
し
て
の
「
わ
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
の
根
本
的
変
容
」
の
結
果
、
他
国
へ
の
武
力
攻
撃
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
目
的
、
規
模
、
態
様
等
に
よ
っ
て
は
、
わ
が
国
の
存
立
を
脅
か
す
事
も
現
実
に
起
こ
り
得
る
。
従
っ
て
、（
他
国
一
般
で
は
な
く
）、

「
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
」
わ
が
国
の
存
立
を
脅
か
し
、
国
民
の
生
命
、
自
由
お
よ
び
幸
福
追
求
の

権
利
を
根
底
か
ら
覆
す
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
排
除
す
る
為
に
、
必
要
最
小
限
の
実
力
を
行
使
す
る
事
は
自
衛
の
た
め
の

措
置
と
し
て
憲
法
上
許
さ
れ
る
。」

第
二
に
、
自
国
の
み
な
ら
ず
、（
わ
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
）
他
国
へ
の
武
力
攻
撃
も
、
こ
れ
が
わ
が
国
の
存
立
を
脅
か
す
明
白
な
危

険
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
排
除
す
る
た
め
の
最
小
限
の
実
力
行
使
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
。

第
三
に
、
政
府
の
新
解
釈
で
新
た
に
付
加
さ
れ
た
文
言
は
、「
わ
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
の
根
本
的
変
容
」
及
び
「
わ
が
国

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
に
限
定
さ
れ
、
ほ
か
の
略
全
て
は
、
こ
れ
ま
で
個
別
的
自
衛
権
の
適
用
要
件
と
し
て

提
示
さ
れ
た
文
言
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
個
別
的
自
衛
権
適
用
の
た
め
の
三
要
件
は
、
集
団
的
自
衛
権
適
用
の
際
に
も
継
続

さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
政
府
解
釈
は
、
集
団
的
自
衛
権
適
用
の
容
認
を
以
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
現
行
一
般
国
際
法
と
国
連
憲
章
に

近
づ
い
た
と
看
做
さ
れ
る
。

結
論
と
展
望
：

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
今
般
の
閣
議
決
定
に
よ
る
新
た
な
政
府
解
釈
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
可
能
性
を
限
定
的
に
容
認
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
慣
習
一
般
国
際
法
と
国
連
憲
章
に
近
づ
い
た
。

八
四



（
八
五
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
（
小
林
）

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
左
派
勢
力
は
、
自
衛
隊
が
海
外
で
戦
争
を
行
い
、
日
本
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
に
な
る
と
の
宣
伝
を
強
化
し

て
い
る
。

こ
の
主
張
は
既
に
一
九
六
〇
年
の
岸
内
閣
時
代
の
安
保
改
正
過
程
で
見
ら
れ
た
も
の
で
、
旧
い
主
張
の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
種
の
主
張
に
は
、
通
常
伝
統
的
な
「
抑
止
論
」
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
更
に
伝
統
的
な
格
言
「
平
和
を
望
む
な
ら
、
戦
争

に
備
え
よ
（si vis pacem

 para bellum

）」
も
つ
け
加
え
ら
れ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
筆
者
の
知
人
の
元
ド
イ
ツ
の
連
邦
軍
総
監
が
述
べ
た
よ
う
に
、『
連
邦
軍
は
、
戦
争
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

が
な
い
た
め
に
、
戦
争
で
き
る
状
態
を
維
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
と
言
う
事
に
な
ろ
う
。
集
団
的
自
衛
権
の
適
用
可
能
性
の

容
認
は
、
前
記
の
伝
統
的
な
知
恵
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て
、
日
本
の
左
派
系
メ
デ
ィ
ア
の
主
張
は
、
日
本
の
非

常
識
の
典
型
と
見
做
さ
れ
よ
う
。

近
い
将
来
の
政
府
任
務
は
、
こ
の
閣
議
決
定
を
明
快
な
形
で
、
自
衛
隊
法
、
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
改

定
、
そ
し
て
不
可
欠
な
非
常
事
態
基
本
法
、
そ
し
て
改
正
憲
法
の
中
に
挿
入
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。

「
自
然
は
飛
躍
し
な
い
（natura non facit saltum

）」
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
も
、
普
通
の
国
家
と
し
て
、
積
極
的
に
平
和
に
関
与
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

八
五



（
八
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
1
） 

安
田
寛
、
西
岡
朗
、
宮
沢
浩
一
、
井
田
良
、
大
場
昭
、
小
林
宏
晨
（
共
著
）「
自
衛
権
再
考
」
知
識
社
一
九
八
七
年
参
照
。

（
2
） 

仏
文 “légitim

e défence”

＝
正
当
防
衛
、
英
文“self-defense”

＝
自
衛

（
3
） 
英
文 “inherent right”

（
4
） 
仏
文 “droit naturel”

（
5
） 

小
林
宏
晨
「
国
連
憲
章
と
旧
敵
国
措
置
」in:

「
第
二
次
世
界
大
戦
と
現
代
」
一
九
八
六
年
東
大
出
版
会
、
一
六
一
ペ
ー
ジ
以
下
、
小
林
宏
晨

「
ソ
連
の
北
方
領
土
占
拠
と
国
連
憲
章
の
敵
国
条
項
」
国
防
一
九
八
九
年
七
月
四
二
頁
│
五
五
頁
参
照
。

（
6
） Joram

 D
instein,W

ar,A
ggression and S

elf-D
efence,T

hird E
dition,C

am
bridge 2001,

一
九
二
頁
以
下
参
照
。

（
7
） C

ase C
oncerning M

ilitary and P
aram

ilitary A
ctivities in and against N

icaragua 

（M
eritts

）,（1986

） I.C
.J.R

ep.14,203

（
8
） I.B

row
nlie,International L

aw
 and the U

se of F
orce by S

tates,1963,305;C
orfu channel C

ase 

（M
erits

）,（1949

）,I.C
.J.R

ep.4,31

参
照
。

（
9
） O

.S
chachter,International L

aw
 in T

heory and P
ractice,178,R

.C
.A

.D
.I.9,168 

（1982

）

（
10
） Joram

 D
instein,

註（
6
）（2001

）,
二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
11
） R

.A
.F

alk,T
he B

eirut R
aid and the International L

aw
 of R

etailation,63,A
.J.I.L

.415,430 

（1060

）

（
12
） B

.V
.O

’B
rien,R

epraisals,D
eterrenc and S

elf-D
efence in C

ounterterror O
perations,30 V

.J.I.L
.421,463-7 

（1989-90

）
参
照
。

（
13
） Joram

 D
instein,

註（
6
）（2001

）,

二
〇
一
頁
参
照
。

（
14
） S

ecurity C
ouncil R

esolution 188,19 R
.D

.S
.C

.9,10
（1964

）;Cf.S
ecurity C
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